
第１号議案　令和６年度（第７７年度）計算書類（貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案、注
　　　　　　記表）及び事業報告の承認について
　　　　　　　令和６年度（第７７年度）の貸借対照表、損益計算書、注記表及び事業報告の承
　　　　　　認をお願いするとともに、ＪＡを取り巻く環境が依然として厳しい折から、財務基
　　　　　　盤の強化をはかるとともに、今後の事業展開等を勘案した中で、「剰余金処分案」　
　　　　　　を確定させるため、承認をお願いするものです。
　　　　　　　令和６年度（第７７年度）の計算書類及び事業報告は、別添「第７７回通常総会
　　　　　　資料」（４ページ～２７ページ）に記載のとおりです。
　　　　　　　また、注記表及び附属明細書については、法令及び定款第３８条第５号の規程に
　　　　　　基づき、当組合のホームページ（https://www.e-notogawa.jas.or.jp）に掲載してお
　　　　　　ります。

第２号議案　第 7次中期経営計画の設定について
　　　　　　　令和 7 年度から令和９年度までの「第７次中期経営計画」の承認をお願いするも
　　　　　　のです。「第７次中期経営計画」は、別添「第７７回通常総会資料」（３３ページ～
　　　　　　４５ページ）に記載のとおりです。

第３号議案　令和７年度（第７８年度）事業計画の設定について
　　　　　　　令和７年度（第７８年度）の「事業計画」の承認をお願いするものです。
　　　　　　　令和７年度（第７８年度）の「事業計画」は別添「第７７回通常総会資料（５０
　　　　　　ページ～６６ページ）」に記載のとおりです。

第４号議案　定款の一部変更について（特別決議）
　　　　　　１．変更の理由
　　　　　　　　　当組合は滋賀県内９組合のうち唯一の１２月決算組合であり、他の組合は３
　　　　　　　　月決算組合であるため、現在、県内で２種類の決算期が存在している。このこ
　　　　　　　　とにより、県域情報システムの保守・運営コストおよび事務負担が増加してい
　　　　　　　　る現状を踏まえ、これらのコスト削減・効率化に資するため、決算期を３月に
　　　　　　　　変更するための所要の変更を行う。
　　　　　　２．変更の内容
　　　　　　　　　別添「第７７回通常総会資料」の「定款新旧対照表（案）」（６７ページ）に
　　　　　　　　記載のとおりです。
　　　　　　３．附帯決議
　　　　　　　　　定款の一部変更につき、認可申請の際の行政庁の指示による字句等の修正は、
　　　　　　　　理事会に一任願いたいと存じます。

第５号議案　令和 7年度（第７８年度）経費の賦課及び徴収方法の決定について
　　　　　　　営農指導を行うための必要な経費に充てるため、定款第２４条に定める経費の賦
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　　　　　　課について承認をお願いするものです。
　　　　　　　なお、経費の賦課及び徴収方法については以下のとおりです。
　　　　　　　１．組 合 員 割　　１正組合員当たり　　１００円
　　　　　　　２．耕作反別割　　１０アール当たり　　１００円
　　　　　　　３．賦課基準日　　６月１日現在により算定する。
　　　　　　　４．徴 収 期 日　　１１月徴収
　　　　　　　５．徴 収 方 法　　賦課金納付書により現金又は、貯金振替による払込み。
　　　　　　　※　なお、営農組合等任意団体（以下「営農組合等」という）を通じて米穀の売
　　　　　　　　渡しをしている個人は正組合員として、組合員割を負担し、営農組合等が売渡
　　　　　　　　した収益の分配を受けた者は、その（分配の）根拠となった所有面積に応じて
　　　　　　　　耕作反別割を負担する。これらの徴収方法については、営農組合等と協議して
　　　　　　　　決定することが出来るものとする。また、耕作反別割の基礎になる資料につい
　　　　　　　　ては、各町の改良及び農業組合長よりご提供いただきます。

第６号議案　理事の報酬額の決定について
　　　　　　　昨年度の支給実績及び事業実績、経済情勢の変化等を考慮して、本総会で定める
　　　　　　理事の報酬については総額１，０１０万円以内（令和７年４月から令和８年３月ま
　　　　　　での間）とし、その範囲内における各理事の報酬額、支給方法などについては、理
　　　　　　事会に一任願いたいと存じます。
　　　　　　　なお、理事の員数は、１０名であり、理事の報酬額には従来どおり職員兼務理事
　　　　　　の職員分給与は含まないものとします。

第７号議案　監事の報酬額の決定について
　　　　　　　昨年度の支給実績及び事業実績、経済情勢の変化等を考慮して、本総会で定める
　　　　　　監事の報酬については総額８５万円以内（令和７年４月から令和８年３月までの間）
　　　　　　とし、その範囲内における各監事の報酬額、支給方法などについては、監事の協議
　　　　　　に一任願いたいと存じます。
　　　　　　　なお、監事の員数は、３名（うち員外監事１名）です。

附 帯 議 案　　この総会で決議した事項のうち、権利義務に関係しない軽微な事項の修正及び違
　　　　　　算・誤字の訂正並びに法令その他行政庁の指示等により補正変更を必要とする場合
　　　　　　には、その主旨に反しない範囲内においてその変更を理事会に一任願いたいと存じ
　　　　　　ます。

報 告 事 項　１．子会社「（株）アグリやわたの郷」の決算報告について
　　　　　　２.　「ＪＡバンク基本方針」の変更について

決　　　議　「食料安全保障と持続可能な地域農業の実現に向けた決議（案）」
　　　　　　以上のとおり上程致します。
　　　　　　（注）当該資料は農業協同組合法施行規則第 161 条第 1 項に基づき交付する総会参
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　　　　　　　　考書類に該当するものです。

令和７年３月２２日
東能登川農業協同組合　　　　
代表理事組合長　　川南　誠孝

　令和 6 年度事業報告、貸借対照表、損益計算書、部門別損益計算書、剰余金処分案及び注記表
並びにこれらの附属明細書について、監査報告書を添えて別紙の通り総会に提出いたします。

令和７年３月２２日

総会に対する理事の提出書

東能登川農業協同組合

代 表 理 事 組 合 長 川 南 誠 孝

筆 　 頭 　 理 　 事 大 西 由 治

理 　 　 　 事 山 　 本 　 清 　 治

〃 水 　 谷 　 　 　 進

〃 山 川 雅 美

〃 井 口 吉 幸

〃 荻 　 野 　 こ よ 子

〃 井 　 口 　 弥 一 郎

〃 小 林 俊 夫

〃 上 田 一 行
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１．組合の事業活動の概況に関する事項

⑴当該事業年度の末日における主要な事業活動の内容と成果
　令和６年度は１月１日、石川県能登地方にてマグニチュード７．６の地震が発生したことに始
まり、大雪、集中豪雨など災害の１年となりました。また、南海トラフ地震臨時情報の発表によ
りスーパー等で備蓄用品が品薄になるなど、米価格にも大きな影響が広がりました。管内におき
ましても、小麦では４月の降雹被害によって収穫皆無となる圃場もあり収量減、水稲では価格は
上昇しましたが、令和５年産と同じく高温障害による収量減と品質低下、大豆は青立ちによる収
量減と虫害による品質低下となりました。異常気象により主要３品目とも収量・品質低下など農
産物の集荷については一層の厳しさを増した一年となりました。
  事業活動では令和６年産米の作況指数は全国で「１０１」滋賀県は「１００」（平年）と公表
されましたが、当ＪＡの集荷実績は24,659袋（計画比79.5％）となり、１等比率81.5％となりました。
収量品質低下の要因は、出穂・開花期となる７月下旬～８月中旬が記録的な高温となった影響に
より不稔もみの発生とカメムシが多く発生し米だけでなく大豆にも影響を及ぼしました。このよ
うな状況の中、ドローンによる一斉防除や土づくり資材の推進、営農事業説明会の意見交換にて
収量・品質向上に取り組みました。また、令和７年産麦より栽培される「びわほなみ」の試験を
行い地域農業者連絡協議会にて研修会を行いました。
　また、令和３年度から取り組んでおります経営改善計画は４年が経過し、第６次中期経営計画
とともに「持続可能な農業・地域共生の未来づくり」をテーマに掲げ、総合事業としての機能を
発揮し、各事業に取り組んでまいりました。経営状況につきましては、組合員・地域の皆さまの
多大なるご理解・ご利用により、事業総利益190,503千円（計画比93.0％）、事業利益4,630千円と
なりました。         
　子会社㈱アグリやわたの郷では、農家・集落営農組織と連携を図りながら地域農業を支える担
い手として、米・麦・大豆・野菜（キャベツ・ブロッコリー）など多品目栽培と農作業受託、麦・
大豆経理一元化（２地区）に取り組みました。引き続き、合理的な組織運営並びにコスト低減に
より収益確保に努め、経営所得安定対策等の交付金を活用した経営基盤強化準備金を積み立て、
計画的な農業機械の更新など財務の健全化を図り、地域農業の活性化をめざしました。
　以下、各事業の成果についてご報告いたします。

第１号議案

第７７年度  事業報告 （令和６年 1月 1日～令和６年１２月３１日）
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⑴水稲・麦・大豆
　①水稲は夏の高温障害で品質、収量に大きく影響しました。麦は４月の降雹被害により、刈取
　　不可の圃場もあり収量が減少しました。大豆については虫害による品質低下、青立ちによる
　　収量減少となりました。

⑵水田利用型野菜等の定着化
　①園芸野菜は４月の降雹被害、夏の猛暑や水不足（降雨）、温暖化により一部被害が見られ、品
　　質、収量に大きく影響いたしました。
　②契約栽培丹波大納言小豆は青立ちによる収量減少となりました。

⑶地域農業へのかかわり
　①ＪＡ東能登川地域農業者連絡協議会では、令和７年産麦より品種転換される「びわほなみ」
　　の栽培に向けて研修会等を開催しました。また、令和７年産米に向けて販売状況や卸業者と
　　の意見交換を行いました。
　②購買部門と連携し、資材等の試験を実施し、銘柄の選定を行いました。

⑷食の安全・安心
　①滋賀県が認証する「環境こだわり農産物」の制度を取り入れ、「みずかがみ」を中心に環境こ
　　だわり米栽培に取り組みました。
　②消費者・実需者への食の安全・安心を届ける取り組みとしてＧＡＰ（生産工程管理）と生産
　　履歴記帳を推進しました。

１．指導事業報告

項　　目 実　績 計画比 内　　容

かぼちゃ作付面積 0.6ha 40% 取組農家減少

キャベツ作付面積 1.0ha 66% 品質、収量とも平年並み

玉ねぎ作付面積 0.9ha 60% 降雹被害で品質、収量とも平年以下

小豆作付面積 5.0ha 100% 虫害等で品質、収量とも平年以下

丹波黒大豆作付面積 6.2ha 124% 虫害等で品質、収量とも平年以下

項　　目 実　績 計画比 内　　容

農作業事故啓発活動 春・秋２回 100% 広報誌、ホームページ

項　　目 実　績 計画比 内　　容

環境こだわり農産物作付面積 79ha 105%
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⑹食農教育
　①食と農の大切さが学べる食農教育の取り組みとして、能登川東小学校５年生児童を対象に田
　　んぼの学校を開催しました。また、３年生の授業の中で「畑・野菜づくり・たんきゅう」に
　　協力しました。

⑺ＪＡとしての役割
　①営農指導員の研修会や県内ＪＡ営農指導員や関係機関とも連携し、情報交換を行いながら育
　　成・強化を図り地域農業の発展を目指しました。
　②農業所得の基礎となる収支計算データの提供を行いました。
　③農業者の経営管理を行うことを目的に、農業経営管理支援事業に取り組みました。
　④ＪＡの協力団体である農事改良組合、女性部、集落営農組織等を中心に、担い手育成、生活
　　文化の向上と健康管理、営農教育等の情報提供を行い合理的な組織活動を図りました。

⑴米・麦・大豆・その他農産物の生産と集荷・販売体制の強化
　①各町農業関係組織の理解と協力を頂きましたが、米の集荷は夏の猛暑等の影響で収量が減少
　　したことと、在庫不足による保有米への影響により、過去最低の集荷数となりました。
　②実需者・消費者ニーズに対応した農産物の有利販売に取り組みました。

⑵地産地消の取組
　①蔵出しオーナー等、産地直売は米不足の影響により取扱量増大となりました。

⑸直売所『菜々笑』の運営充実
　①「夏まつり」「農業まつり」の開催に伴いイベント等を行うとともにＳＮＳを通じて、少し
　　でも多くの方に直売所を知ってもらうような取り組みを行いました。
　　【直売所来店者数：13,632人】【販売金額：16,368,009円】

２．販売事業報告

項　　目 実　績 計画比 内　　容

田んぼの学校 7回 350% 田植え、観察、収穫等

畑・野菜づくり 6回 100% 播種、管理、収穫等

項　　目 実　績 計画比 内　　容

米集荷袋数 24,659袋 79% 不作が大きく影響しました。

蔵出しオーナー袋数 763袋 190%

項　　目 実　績 計画比 内　　容

イベント回数 24回 100% 月例、夏まつり、農業まつり
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⑴農業・農業者の支援強化として低金利な農業近代化資金とアグリマイティー資金を提供し、農
　業経営をサポートさせていただきました。
⑵年金振込を基軸に各種口座振替等メイン化に向けて取り組み、お誕生日プレゼントや年金友の
　会活動など特典と楽しみのあるサービスの提供をさせていただきました。また、社会保険労務
　士による年金相談会を開催し、年金請求手続きのお手伝いをさせていただきました。
⑶住宅・マイカー等のローン相談を通じて、給与振込・ＪＡカード・ネットバンク等の推進を行
　い、生活メインバンクとして次世代・次々世代の獲得に取り組みました。

⑴水稲育苗は播種計画に基づき健苗づくりに努め、高品質な苗を供給することが出来ました。
⑵米麦共同乾燥調製施設は共同利用の促進、維持管理の徹底、適正稼動で施設運営コストの低減
　を目指しました。
⑶大豆乾燥調製は品質低下等の影響により減少しました。新たに乾燥機を導入し処理速度を上げ
　るとともに、集約した乾燥調製で品質向上に努め、作業の効率化と低コスト化を図りました。
⑷スマート農業への取り組みはドローンによる防除に取り組みました。
⑸事業間連携は近隣ＪＡと水稲育苗、機械倉庫、玉ねぎ機械の事業間連携を行い管理コストの低
　減に取り組みました。

項　　目 実　績 計画比 内　　容

水稲育苗枚数 25,455枚 110%

水稲面積 94ha 116%

米荷受重量 459t 77% 不作が大きく影響しました。

小麦面積 174ha 100%

小麦荷受重量 227t 32% 降雹被害による減

大豆面積 127ha 115%

大豆集荷袋数 4,661袋 46% 虫害等で品質、収量とも平年以下

項　　目 実　績 計画比 内　　容

農業融資実行件数 4件 80% 低金利なアグリマイティー資金

年金口座獲得件数 40件 80% 年金友の会活動や特典のあるサー
ビスの提供

年金相談会 5回　20人 100% 社会保険労務士による相談会を実施

給振口座獲得件数 13件 86%

住宅ローン実行件数 3件 60%

マイカーローン実行件数 11件 157%

４．信用事業報告

３．利用事業報告（施設）
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⑴３Ｑ訪問活動や他事業との連携・情報を有効活用し、契約者とのつながり強化に取り組みまし
　た。
⑵利用者ひとりひとりに応じた「ひと・いえ・くるま・農業」の総合保障の提案・相談活動を行
　いました。
⑶管内での雹害の対応を中心に、共済金支払の迅速・適正化に取り組みました。
⑷自動車共済では示談交渉においてＪＡ共済連滋賀自動車損害調査部と連携し早期解決に努めま
　した。
⑸自動車共済車両付帯条項、車両新価特約、季節農業用自動車特約では、それぞれ県内で第一位
　の実績をあげさせていただきました。
⑹サービス拡充のためｗｅｂマイページ、ＪＡ共済アプリの登録推進を行いました。
⑺契約者の利便性向上を図るためキャッシュレス決済・ペーパレス手続きの拡大に継続して取り
　組みました。
⑻法令に基づく「適切な共済推進」を周知徹底し、組合員・利用者の満足度向上をめざし、 コン
　プライアンス態勢の強化に取り組みました。
⑼ＪＡ共済アンパンマンミニショーを開催し、こども共済ご加入者のご家族の皆様にご来場をい
　ただきました。
⑽「健康寿命１００歳プロジェクト」の取り組みとして地域の皆様の健康を守るためＪＡ健診を
　実施し、ＪＡ共済連地域貢献活動の支援として受診料の一部を助成させていただきました。

項　　目 実　績 計画比 内　　容

新規契約者数 29人 96% 次世代の方への接点拡充へ取り組み

共済金支払
実績

生命 47,555千円 － 共済金の早期支払い、適正な査定の
実施建物 116,154千円 －

自動車 63,439千円 － 自動車共済利用者満足度向上にかか
る取り組み

Webマイページ登録者数 187人 75% 次代に向け利便性向上のPRに引き続
き取り組みます

ペーパーレス
手続き割合

長期共済 74.00% 93%
継続して取り組み

自動車共済 95.40% 100%

交通安全啓発活動 4回 200% 交通教室２回 ポスターの掲示２回

JA健診 37人 82% 前年比２名減

５．共済事業報告
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⑵生活関係	
　①女性部では、様々なカルチャー教室を開催し、ＪＡ事業をもっと知っていただき、ご利用い
　　ただくきっかけとなるよう取り組みました。また、組合員・地域住民とのふれあい健康づく
　　りを目的として、第１０回ウォーキング大会を開催し、１６名の参加者と八宮赤山神社まで
　　のコースを散策しました。
　②大事なお住まいを白蟻被害から守るために駆除及び予防工事の推進、５年間の保証期限とな
　　るお客様へ床下無料診断のご案内を行い、既存住宅の長寿命化に取り組みました。
　③免税軽油申請代行を実施し、農家の事務負担と燃料費節減に取り組みました。

⑴生産関係
　①営農と連携し、水稲、小麦、大豆の品質・収量向上及び温暖化に対応するため、土づくりの
　　利用推進、資材散布の請負作業を行いました。また、肥料・農薬の銘柄集約や早期仕入によ
　　るコスト低減、安定供給に取り組みました。
　②環境保全の取り組みとして、初めに環境こだわり栽培からプラスチックを使用しない被覆レ
　　ス肥料への切り替えの提案を行いました。作物別に順次、検討し提案を行います。

⑶管理関係
　①水稲の予約購買品利用者には利用配当措置を行いました。また、四半期に１回購買品の棚卸
　　を行い数量や品質管理に取り組みました。

項　　目 実　績 計画比 内　　容

水稲土つくり資材散布面積 31.5ha 63% とれ太郎資材散布

小麦土つくり資材散布面積 76.5ha 90% はたけ太郎資材散布

大豆土つくり資材散布面積 14.1ha 70.5% はたけ太郎資材散布

項　　目 実　績 計画比 内　　容

くらしの宅配便利用回数 98回 140%

白蟻駆除 12件 60%

害獣駆除 4件 133%

きこえの相談会 3回 100% 聴力についての相談、検査、補聴器
修理点検

カルチャー教室 40回 93% ヨガ教室、習字教室、ガーデニング教
室、スクラップブッキング教室など

座敷用椅子の貸し出し 19件 95% 利用者に向けて贈答品の販売

仏花 26件 86% お盆やお正月に向けての仏花の販売

給湯器 5件 100% LPガス給湯器リース事業

LPガスファンヒーター 21件 84% LPガスファンヒーターリース事業

６．購買事業報告
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⑴旅行関係
　　組合員や地域の皆様の親睦やつながりを深めるための機会を提供することを目的に旅行企画
　の案内、相談に取り組みました。団体旅行及び個人旅行合わせて 8 件のご利用をいただきまし
　た。
⑵葬祭関係
　　葬祭では、ホール葬39件、自宅葬８件のご利用を頂きました。

⑴経営管理の重点事項
　①ＪＡグループ滋賀と連携したＤＸ対策を進め、新ｼｽﾃﾑの導入等、業務の効率化に取り組みま
　　した。
　②内部監査においてはＪＡ滋賀中央会と連携し、無通告監査の実施や監査機能の強化を図り、
　　不祥事の未然防止に取り組みました。
　③経営改善計画については四半期ごとに進捗管理を行い、理事会において報告・検討を行いま
　　した。

⑵組合員及び役職員の教育訓練・広報
　①人権問題について、役職員を対象に研修を行うとともに、組合員・利用者の皆様へは広報誌
　　やホームページ、農業まつりを通じ啓発活動に取り組みました。
　②資格認証制度の活用により、５名４資格の取得がありました。
　③人事考課制度を導入し、人づくり基本方針の適切な運用に取り組みました。

７．利用事業報告

８．経営管理報告

項　　目 実　績 計画比 内　　容

組合員加入数 42名 210% 事業利用者への組合員加入促進

業務自主検査 各課12回 100%

監事監査 4回 100%

内部監査 11回 110% うち無通告監査1回

連続職場離脱 全職員1週間 100%

項　　目 実　績 計画比 内　　容

人権研修 12回 100% 朝礼時に人権啓発資料の配布

コンプライアンス研修 ２回 100% 全職員対象

広報誌発行 12回 100% 毎月1回JAほーもんにて配布

ホームページ更新 24回 100% 毎月2回

日本農業新聞 記事投稿 12回 100%
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第７６回 通常総会
　3月23日、JA東能登川本所にて開催いたしま
した。

田んぼの学校
　能登川東小学校5年生を対象に、田んぼの学校
を開催しました。写真は5月の田植えの様子です。

各農業団体・地域農業者連絡協議会 合同研修
　11月13日、ドローン防除や精米工程について
合同研修を行いました。

第１７回 ふれあい夏まつり
　7月20日、ふれあい夏まつりを開催いたしまし
た。

第４２回農業まつり
　11月30日、農業まつりを開催いたしました。

年金友の会ボウリング大会
　1月22日、4年ぶりに開催いたしました。

第７７年度　ＪＡ活動報告
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食農教育
　能登川東小学校3年生を対象とした食農教育
を行いました。

カルチャークラブ
　女性の方を対象としたカルチャークラブです。
写真は健康教室の様子です。

みそ作り
　1月9日より156名のご利用をいただきました。
写真はこうじ作りの様子です。

地域農業者連絡協議会
　5月26日、「びわほなみ」について現地研修を行
いました。

交通安全教室
　10月26日、地域の子供たちに交通ルールにつ
いて学んでいただきました。

菜々笑感謝祭
　毎月2回、季節に応じた様々なイベントを開催
しました。

第７７年度　ＪＡ活動報告
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⑵	当該事業年度における事業の経過

年　月　日 事　　　　　項

令和６年

１ 月 ５ 日 棚卸監査

１ 月 20 日 年金相談会

１ 月 31 日 理事会、監事会

２ 月 ５ 日 決算監事監査（5日・6日・7日）

２ 月 16 日 監事会（決算監査の承認）

２ 月 27 日 地域農業者連絡協議会総会

２ 月 28 日 理事会、監事会

３ 月 23 日 第76回通常総会、理事会、監事会

３ 月 29 日 理事会、監事会

４ 月 ５ 日 年金相談会

４ 月 ８ 日 農事改良組合長会議

５ 月 10 日 理事会、監事会

５ 月 26 日 地域農業者連絡協議会

６ 月 ８ 日 年金相談会

６ 月 24 日 理事会、監事会

６ 月 25 日 県庁常例検査（25日・26日・27日）

７ 月 ３ 日 組合員健診（3日・4日）

７ 月 20 日 第17回ふれあい夏まつり

７ 月 31 日 監事監査、監事会

８ 月 １ 日 米検査事前会議

８ 月 １ 日 地域農業者連絡協議会

８ 月 ７ 日 理事会、役職員人権研修

９ 月 ６ 日 年金相談会

10 月 24 日 第30回会長杯グラウンドゴルフ大会

10 月 30 日 理事会、監事会

11 月 ９ 日 ウォーキング大会

11 月 11 日 年金相談会

11 月 13 日 各農業団体・地域農業者連絡協議会合同研修

11 月 28 日 理事会、監事会

11 月 29 日 菜々笑感謝祭（29日・30日）

11 月 30 日 第42回農業まつり

12 月 ２ 日 地域農業者連絡協議会

12 月 20 日 理事会
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⑶	財務・事業成績の推移　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

⑷	単体自己資本比率

      当組合の単体自己資本比率　18.40％（令和6年12月31日現在）

⑸	対処すべき重要な課題
　　①地域農業の維持・発展へ
　　　　各集落において集落営農の法人化が進み、地域農業の姿も変わってきています。一方で、
　　　後継者不足による事業継続が厳しい状況も不可避であり、農業継続をしていく上で深刻な
　　　問題となってきております。今後も食と農を守るため、農事組合法人および子会社「㈱ア
　　　グリやわたの郷」と連携を図りながら農業の維持・発展をめざし取り組みます。
　　②再生産可能な農業経営の維持
　　　　生産資材・燃料は依然として高騰しており、生産コスト上昇分を農産物価格に十分転嫁
　　　できていない状況にあります。こうした中、適切な価格形成の実現を意識した安定供給を
　　　めざし、消費者等の需要に即した農業生産を推進することにより再生産可能な農業経営の
　　　維持に取り組んでいきます。
　　③経営基盤の確立
　　　　農業者の高齢化、後継者不足に伴い、将来の農業経営基盤の縮小が懸念されるとともに、
　　　農村の過疎化はますます深刻化しております。また、人口減少や働き方の変化などにより、
　　　あらゆる業種で人手不足が顕在化しており、当ＪＡにおいても課題となっています。

区　　分 項　　目 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

財 務

事 業 利 益 14,281 19,424 17,865 4,630 

経 常 利 益 20,391 23,545 17,387 7,672 

当 期 剰 余 金 17,230 6,782 11,994 4,836

総 資 産 19,157,823 19,937,441 19,456,681 18,159,571 

純 資 産 955,002 853,521 866,094 825,697 

信 用 事 業

貯 　 金 17,849,786 18,766,995 18,249,629 16,994,047 

預 　 金 15,692,349 16,630,484 16,245,090 14,427,826 

貸 出 金 1,484,128 1,419,640 1,353,190 1,492,987 

有 価 証 券 911,190 800,530 798,630 1,152,830 

（ 国 債 ） （386,640） （313,680） （310,800） （681,740）

（ そ の 他 ） （524,550） （486,850） （487,830） （471,090）

共 済 事 業
長 期 共 済 保 有 高 28,496,063 27,461,318 26,360,845 25,165,120 

短期共済新契約掛金 64,512 60,364 61,450 60,859 

購 買 事 業 購買品供給高・取扱高 192,532 193,702 226,993 218,827 

販 売 事 業 販売品販売・取扱高 289,370 296,549 303,048 350,489 

（注）購買事業については、収益認識会計基準を適用しているため、上記の購買品供給・取扱高と損
　　益計算書の購買品供給高は一致しません。
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　　　　令和３年度策定した「経営改善計画」と共に本年策定します第７次中期計画を遂行し、
　　　組合員・利用者の皆様の更なるご利用を通じた収支改善に取り組んでまいります。
　　④ＪＡ組織再編に向けた研究・協議
　　　　組合が将来にわたって組合員や地域住民の皆さまの求める事業を安定的に実施していく
　　　ため、令和６年７月に甲賀・東近江地域の５ＪＡによる「“三方よし”広域組織再編研究
　　　会」を立ち上げました。
　　　　組合員・地域・職員の三者にとってより良いＪＡとなることを目指し、広域的な組織再
　　　編に向けた研究・協議を進めてまいります。

⑹	その他組合の事業活動の概況に関する重要な事項
　　業務の適正を確保するための体制
　　　組合員・利用者の皆さまに安心して組合をご利用いただくために、全国農業協同組合中央
　　会がＪＡグループの経営管理の指針として定める「会員の行動規範」を遵守し、経営戦略の
　　策定および見直し・実践に向け、法令遵守等コンプライアンス態勢・内部管理態勢・持続可
　　能な経営基盤を構築・確立します。そのための内部統制システムに関する基本方針を以下の
　　とおり策定し、組合の適切な内部統制の構築・運用に努めます。

内部統制システム基本方針

１．理事及び職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
　　①組合の基本理念及び組合のコンプライアンスに関する基本方針を定め、役職員は職務上の
　　　あらゆる場面において法令・規則、契約、定款等を遵守する。
　　②重大な法令違反、その他法令及び組合の諸規程の違反に関する重要な事実を発見した場合
　　　には、直ちに監事に報告するとともに、理事会等において協議・検討し、速やかに是正す
　　　る。
　　③内部監査部署は、内部統制の適切性・有効性の検証・評価を行う。監査の結果、改善要請
　　　を受けた部署は、速やかに必要な対策を講じる。
　　④「マネー・ローンダリング等および反社会的勢力等への対応に関する基本方針」等に基づ
　　　き、反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で臨み、一切の関係を持たない。また、マ
　　　ネー・ロ―ンダリング等の金融犯罪防止及び排除に向けた管理体制を整備・確立する。
　　⑤組合の業務に関する倫理や法令に抵触する可能性のある事項について、役職員等が相談も
　　　しくは通報を行うことができる制度（内部通報システム）を適切に運用し、法令違反等の
　　　未然防止をはかる。
　　⑥監事監査、内部監査が密接に連携し、適正な監査を行う。
　　⑦当組合および関連団体の業務を通じて知り得た取引先等に関する未公表の重要事実を適切
　　　に管理する体制を整備する。
     
〈運用状況について〉
　組合の基本理念を実践するため、役職員の行動規範、倫理基準等を定め、定期的な研修会等の
開催を通じて、コンプライアンス意識の向上に努めている。業務分掌等により、各理事の所管業
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務を明らかにし、各理事のもと内部統制の構築・運用を行うことを明確にしている。
　また、自主検査や内部通報システムの運用等により不適切行為の早期発見に努めるとともに、
内部監査の充実をはかるため、県中央会への業務委託による連携、監事監査との密接な連携によ
り監査を実施している。

２．理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
　　①文書・情報の取扱いに関する方針・規程に従い、職務執行に係る情報を適切に保存・管理
　　　する。
　　②個人情報保護に関する規程を整備し、個人情報を適切かつ安全に保存、管理する。
　　③サイバーセキュリティを確保するための体制を整備し、適切な対策を実施する。

〈運用状況について〉
　情報セキュリティに係る基本方針および個人情報保護方針に基づき、重要情報を一元的に管理
し、重要性に応じてリスクへの対応をはかっている。③サイバーセキュリティを確保するための
体制を整備し、適切な対策を実施している。

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　　①認識すべきリスクの種類を特定するとともに管理体制の仕組みを構築し、リスク管理の基
　　　本的な態勢を整備する。
　　②理事は組合のリスクを把握・評価し、必要に応じ、定性・定量それぞれの面から事前ない
　　　し事後に適切な対応を行い、組合経営をとりまくリスク管理を行う。

〈運用状況について〉
　「事務リスク管理規程」等の各種規定や「事業継続計画（ＢＣＰ）」等に基づき、不測事態に備
えた基本的な体制を整備している。
　各事業におけるリスク（不正、設備投資、災害、金利変動、農業関連施設等の改修、信用リス
ク）を識別・認識し理事会において適宜協議している。
　また、ストレス後の自己資本比率の状況確認や収支改善計画に基づく収支予測の管理等を通じ
てリスク（不正、投資、信用リスク等）の把握に努めるとともに理事会で定期的な協議・検討を
行っている。

４．理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　　①職制、機構、業務分掌、指示命令系統を明文化し、役職員の職務執行を効率的に遂行する。
　　②中期経営計画及び同計画に基づく部門別事業計画を策定し、適切な目標管理により、戦略
　　　的かつ効率的な事業管理を行う。

〈運用状況について〉
　「職制規程」等で、各部門、部署の業務分掌を明確に定めるとともに、業務内容や範囲に見合っ
た要員配置を行っている。
　また、中期経営計画および経営改善計画に基づく事業計画を策定し、四半期ごとにその進捗状
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況を把握している。「ＪＡ自己改革工程表」の取組み状況については、理事会及び組合員への報
告を適宜行っている。

５．監事監査の実効性を確保するための体制
　　①監事が円滑に職務を執行し、監事監査の実効性を確保するための体制を整備する。
　　②監事が効率的・効果的監査を遂行できるよう支援する。
　　③理事や内部監査部署等は監事と定期的な協議、十分な意思疎通をはかることにより、効率
　　　的・効果的監査を支援する。
　　④当組合の適切な内部統制の構築・運用をはかるため、県中央会の業務監査、経営相談と連
　　　携する

〈運用状況について〉
　理事と監事は、業務の運用や課題等について、定期的に協議を行っている。また、内部監査部
署は監事が効率的・効果的な監査が行えるよう情報を共有し、監事監査の実効性確保を支援して
いる。

６．組合及びその子会社等における業務の適正を確保するための体制
　　①各業務における規程やマニュアル、業務フロー等の管理態勢を整備し、適正かつ効率的に
　　　業務を執行する。
　　②「子会社管理規程」に基づき、関連事業に係る重要な方針、事項を監督し適切な指導・助
　　　言を行い、相互の健全な発展を推進する。
　　③「子会社管理規程」に基づき、子会社等の統括管掌を定め、事業計画の達成、法令及びそ
　　　の他事項の遵守、その他運用事項を監督する。
   
〈運用状況について〉
　各業務における業務フローやマニュアルを整備し、適切な運用ができているか内部監査等を通
じて検証している。また、内部けん制が脆弱な業務については複数の管理者によるチェックを行い、
改善を図っている。          
　また、当組合の子会社「㈱アグリやわたの郷」の運営に関しては、「子会社管理規程」に基づき、
事業計画等の重要事項について、ＪＡへの事前協議を徹底している。

７．財務情報その他組合情報を適切かつ適時に開示するための体制
　　①会計基準その他法令を遵守し、経理規程等の各種規程等を整備し、適切な会計処理を行う。
　　②適時・適切に財務報告を作成できるよう、決算担当部署に適切な人員を配置し、会計・財
　　　務等に関する専門性を維持・向上させる人材育成をはかる。
　　③法令の定めに基づき、ディスクロージャー等を通じて、財務情報の適時・適切な開示を行
　　　う。
　　④財務諸表の適正性、財務諸表作成にかかる内部監査の有効性を確認し、その旨をディスク
　　　ロージャーに記載する。
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〈運用状況について〉
　決算や経理処理に関する規程・要領及び手続きを整備し、適切な会計処理の選択、会計上の見
積りを行うことに努めている。
　また、決算担当部署の職員については、定期的に研修会に参加し、会計・財務等に関する専門
性の維持・向上をはかっている。

８．県中央会の監査、経営相談との連携
　　当組合の適切な内部統制の構築・運用をはかるため、県中央会の監査、経営相談と連携する。

〈運用状況について〉
　県中央会との契約に基づく中央会監査の結果や経営相談事業と連携し、コンプライアンスやリ
スクマネジメント及び内部統制の有効性に対する評価、改善についてアドバイスを受け、当組合
の内部統制システムの構築・運用に活かしている。

２．組合の運営組織の状況に関する事項
⑴	総会の開催状況
イ　通常総会　（令和6年3月23日午前9時30分開会） （単位：人）

開催日現在正組合員数 474

出席組合員数

本　　　人 49

代　理　人 0

書　　　面 352

計 401

出席准組合員数 0

重要な議事及び決議事項
第１号議案　令和５年度（第７６年度）計算書類（貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案、
　　　　　　注記表）及び事業報告の承認について
第２号議案　令和６年度（第７７年度）事業計画の設定について
第３号議案　定款の一部変更について（特別決議）
第４号議案　令和６年度（第７７年度）経費の賦課及び徴収方法の決定について
第５号議案　任期満了による役員の選任について
第６号議案　理事の退任に係る退職慰労金の支給について  
第７号議案　監事の退任に係る退職慰労金の支給について  
第８号議案　理事の報酬額の決定について  
第９号議案　監事の報酬額の決定について
附帯議案　　この総会で決議した事項のうち、権利義務に関係しない軽微な事項の修正及び
　　　　　　違算・誤字の訂正並びに法令その他行政庁の指示等により補正変更を必要とす
　　　　　　る場合には、その主旨に反しない範囲内においてその変更を理事会に一任する。
報告事項　　１．子会社「㈱アグリやわたの郷」の決算報告について
決　　議　　「持続可能な地域農業の実現に向けた決議」
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⑵	組合員の状況
イ　組合員数	 （単位：組合員数）

資格区分 前期末 当期加入 当期脱退 当期末

正
組
合
員

個　人 472 9 19 462 

（うち女性） （91） （4） （6） （89）

法
人

農事組合法人 8 0 0 8 

その他の法人 2 0 0 2 

計 482 9 19 472 

准
組
合
員

個　人 767 39 18 788 

（うち女性） （215） （15） （5） （225）

農業協同組合 0 0 0 0 

農事組合法人 0 0 0 0 

その他の団体 25 0 1 24 

計 792 39 19 812 

合　　計 1,274	 48	 38	 1,284	

備考：当期末正組合員戸数　462戸
　　　当期末准組合員戸数　667戸

（注）正組合員→准組合員、准組合員→正組合員への資格変更については当期加入、当期脱退に
　　含めています。

資格区分 前期末 当期増加 当期減少 当期末

正
組
合
員

個　人 103,331 2,630 5,485 100,476 

法
人

農事組合法人 250 0 0 250 

その他の法人 110 0 0 110 

計 103,691 2,630 5,485 100,836 

准
組
合
員

個　人 61,306 9,652 1,674 69,284 

農業協同組合 0 0 0 0 

農事組合法人 0 0 0 0 

その他の団体 1,573 10 10 1,573 

計  62,879 9,662 1,684 70,857 

処分未済持分 64 35 64 35 

合　　計 166,634	 12,327	 7,233	 171,728	

摘要：１　出資１口金額　　　　　　　　　  1,000円
　　　２　当期末払込済出資総額　　　171,728,000円
　　　３　１正組合員当たり出資金額  　　213,635円
　　　４　１組合員の持口最高限度　　  　　2,000口

ロ　出資口数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：口）
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⑶	役員の状況		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
イ　役員数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人）

区　分 前期末 当期就任 当期退任 当期末 定款に定める
役員の定数

理
　
　
事

常　勤 3）
（1）

3）
（0）

3）
（1）

3）
（0）

非常勤 7）
（0）

7）
（1）

7）
（0）

7）
（1）

計 10）
（1）

10）
（1）

10）
（1）

10）
（1）

10）
（0）

監
　
　
事

常　勤 0）
（0）

0）
（0）

0）
（0）

0）
（0）

非常勤 3）
（1）

3）
（1）

3）
（1）

3）
（1）

計 3）
（1）

3）
（1）

3）
（1）

3）
（1）

3）
（0）

合　　計 13）
（2）

13）
（2）

13）
（2）

13）
（2）

13）
（0）

（注）上記の（　　）内数値は、女性役員の数である。

ロ　役員の氏名及び役職等

	区　　　分
氏　	名

就　任
年月日

任期満了日 摘　要
役　職

常勤・非常勤の別 代表権の有無
常勤 非常勤 有 無

代表理事組合長 常　勤 有 川南　誠孝 R6.3.23 2026年度総会開催日

理　事 非常勤 無 大西　由治 R6.3.23 2026年度総会開催日

理　事 非常勤 無 山本　清治 R6.3.23 2026年度総会開催日

理　事 非常勤 無 水谷　　進 R6.3.23 2026年度総会開催日

理　事 非常勤 無 山川　雅美 R6.3.23 2026年度総会開催日

理　事 非常勤 無 井口　吉幸 R6.3.23 2026年度総会開催日

理　事 非常勤 無 荻野こよ子 R6.3.23 2026年度総会開催日 女性

理　事 非常勤 無 井口弥一郎 R6.3.23 2026年度総会開催日

理　事 常　勤 無 小林　俊夫 R6.3.23 2026年度総会開催日 職員兼務理事、
学経

理　事 常　勤 無 上田　一行 R6.3.23 2026年度総会開催日 金融事業担当、
職員兼務理事、学経

代表監事 非常勤 上林　慎治 R6.3.23 2026年度総会開催日

監　　事 非常勤 上田　徳行 R6.3.23 2026年度総会開催日

員外監事 非常勤 小島　菊代 R6.3.23 2026年度総会開催日 女性

（注）当組合は当組合の理事及び監事の全員を被保険者とする農協法第35条の８第１項に規定する
　　役員賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約は、被保険者が
　　当組合の役員としての業務として行った行為（不作為を含みます。）に起因して、保険期間中
　　に組合員または第三者から損害賠償請求を提起された場合に、被保険者が被る損害（法律上
　　の損害賠償金や争訟費用 ) を補償するものです。
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⑷	職員の状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人）

区　分 前期末 当期増加 当期減少
当　　期　　末

計 （うち男性）（うち女性）
参　事 1 1 1 1 1 0 
一般職員 20 6 11 15 10 5 
営農指導員 3 0 0 3 3 0 
生活指導員 1 0 0 1 0 1 

合　　計 25	 7	 12	 20	 14	 6	
嘱託職員 0 1 0 1 0 1 
臨時職員・パートタイマー・アルバイト 11 0 0 11 6 5 

総合計 36	 8	 12	 32	 20	 12	

備考：期末職員数には期末退職者は含みません。

⑸	組織の構成	
イ　組合の機構

総 会

理 事 会

監 事 会

監 事 会 事 務 局

代 表 理 事 組 合 長

参 事

監 査 室

貯 金・為 替
貸 付・出 納

共 済 の 契 約
保 全・支 払
外 務 活 動

購 買 品 の
仕 入・供 給
葬 祭 利 用

営 農 指 導
保 管・販 売
ラ イ ス セ
ン タ ー 等
施 設 運 営

庶 務・労 務

やすら
ぎ苑　

旅行セ
ンター

農産物
直売所

農産物
検査員

信用課 共済課 購買課 営農販売課 企画管理課
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ロ　組合員組織

組　　織　　名 構　成　員　数

農事改良組合 12集落

女性部 42名

年金友の会 839名

地域農業者連絡協議会 認定農業者13名・集落農業団体等11団体

⑹	施設の設置状況
イ　組合の施設の状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：台、人）

ロ　委託施設の状況（代理業者数の推移）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：店）

⑺	子会社等の状況 （単位：千円，％）

名　称 所在地 電話番号 ＣＤ・ＡＴＭの設置台数 職員数 摘		要

本　所 東近江市垣見町818 0748－42－1345 1 20

やすらぎ苑 東近江市林町110－1 0748－42－0983

ライスセンター 東近江市小川町3420 0748－42－4078

農業用低温倉庫 東近江市小川町3420 0748－42－4078

育苗施設 東近江市小川町3420 0748－42－4078

農産物直売所（菜々笑） 東近江市垣見町680 0748－42－0831

農産物集荷場 東近江市神郷町1067

項　目 前期末 当期増加 当期減少 当期末

共済代理店数 4 0 0 4

会社名 代表者名 所在地 主要な
事業内容 設立年月日 資本金総額 当組合の

議決権比率

㈱アグリやわたの郷 川南　誠孝 東近江市
垣見町818

農 業 経 営
農作業請負

平成27年
2月2日 15,000 99.3
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貸　借　対　照　表

資　産　の　部
科　　　　目 金　　　　額 説　　　　明

１．信用事業資産 17,174,679
⑴現金 40,474 12月31日現在の手持ち現金

⑵預金 14,427,826 信連、銀行に預けている金額

　①系統預金 （14,425,176） 信連預金

　②系統外預金 （2,650） 銀行預金など

⑶有価証券 1,152,830 国債、地方債、政府保証債

　①国債 （681,740）
　②地方債 （205,870）
　③政府保証債 （265,220）
⑷貸出金 1,492,987 組合員、団体など皆様にご利用頂いている貸出金

⑸その他の信用事業資産 60,867
　①未収収益 （56,514） 当期の収益とすべき預金、貸出金等の未収利息

　②その他の資産 （4,352） 信用事業に係る仮払金、未決済為替貸など

⑹貸倒引当金 △ 307 貸出金、未収利息等信用事業債権の貸倒に備えた準備金

２．共済事業資産 127
３．経済事業資産 259,753
⑴経済事業未収金 42,060 購買代金でまだ受取っていない金額

⑵経済受託債権 164,416 米・麦の仮渡金、立替金等

⑶棚卸資産 43,371
　①購買品 （42,888） 12月31日現在の購買在庫品

　②その他の棚卸資産 （483） 12月31日現在のその他の棚卸在庫品

⑷その他の経済事業資産 10,576 当期の収益とすべき経済事業の未収収益等

⑸貸倒引当金 △ 672 経済事業債権の貸倒に備えた準備金

４．雑資産 33,133
５．固定資産 202,923
⑴有形固定資産 202,004
　①建物 （706,734）
　②機械装置 （339,222）
　③土地 （76,692）
　④その他の有形固定資産 （159,930） 構築物、車両運搬具、器具、備品

　⑤減価償却累計額 （△ 1,080,575） 減価償却費の累計額

⑵無形固定資産 919 オンライン専用回線利用権等の形のない資産

６．外部出資 460,045
⑴外部出資 460,045
　①系統出資 （437,145） 全国連、県連合会などに払い込んだ出資金

　②系統外出資 （8,000） 基金協会などに払い込んだ出資金

　③子会社出資 （14,900） 株式会社アグリやわたの郷への出資金

７．繰延税金資産 28,908 税効果会計制度による税金の前払額

資産の部合計 18,159,571
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第77年度　令和6年12月31日現在 東能登川農業協同組合

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

負　債　の　部
科　　　　目 金　　　　額 説　　　　明

１．信用事業負債 17,021,241
⑴貯金 16,994,047 皆様よりお預かりしている貯金

⑵その他の信用事業負債 27,193
　①未払費用 （5,537） 当期の費用とすべき貯金の未払利息等

　②その他の負債 （21,655） 定期積金の給付補てん備金、信用事業に係る仮受金等

２．共済事業負債 34,095
⑴共済資金 9,801 共済資金の一時預かり金

⑵未経過共済付加収入 24,182 共済付加収入のうち次期以降の収益とすべき額

⑶共済未払費用 111 当期の共済費用とすべきものでまだ支払っていないもの

３．経済事業負債 119,109
⑴経済事業未払金 69,102 購買品・販売品などでまだ支払っていないもの

⑵経済受託債務 47,176 計画出荷米・麦等などの施設販売代金などで未精算のもの

⑶その他の経済事業負債 2,831 当期の経済費用とすべきもので、まだ支払っていないもの等

４．雑負債 24,308
⑴未払法人税等 310
⑵資産除去債務 15,394
⑶その他の負債 8,603 未払金、仮受金など

５．諸引当金 135,119
⑴賞与引当金 10,270 職員の賞与に充てるための準備金

⑵退職給付引当金 98,035 職員の退職給付に備えるための準備金

⑶役員退職慰労引当金 12,296 役員の退職に備えての準備金

⑷特例業務負担引当金 14,517
負債の部合計 17,333,873

純　資　産　の　部
１．組合員資本 970,523
⑴出資金 171,728 組合員の皆様からの出資金

⑵資本準備金 332 有形固定資産の受増益を積立てたもの

⑶再評価積立金 1,842 建物を再評価した時生じた差額を積立てたもの

⑷利益剰余金 796,655
　①利益準備金 （190,800） 剰余金の中から農協法によって定められた額を積立てたもの

　②その他利益剰余金 （605,855）
　　施設改修等積立金 250,000
　　有価証券価格変動積立金 27,900
　　税効果調整積立金 28,908
　　次期システム更改積立金 15,000
　　特別積立金 228,000
　　当期未処分剰余金 56,047
　　（うち当期剰余金） （4,836）
⑸処分未済持分 △ 35
２．評価・換算差額等 △ 144,826
⑴その他有価証券評価差額金 △ 144,826 その他有価証券の期末評価の差額金

純資産の部合計 825,697

負債及び純資産の部合計 18,159,571

貸　借　対　照　表
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科　　　　目 金　　　　額 説　　　　明
１．事業総利益 190,503

事業収益 467,486
事業費用 276,982

⑴信用事業収益 103,877
　資金運用収益 95,225
　　（うち預金利息） （62,157） 余裕金を信連・銀行に預けた受入利息

　　（うち有価証券利息） （8,324） 余裕金で取得した有価証券の受入利息

　　（うち貸出金利息） （12,947） 貸出金の受入利息

　　（うちその他受入利息） （11,795） 信連の受取配当金

　役務取引等収益 2,595 為替、信用手数料等

　その他経常収益 6,056
⑵信用事業費用 29,034
　資金調達費用 8,083
　　（うち貯金利息） （7,987） 皆様の貯金に支払った利息

　　（うち給付補填備金繰入） （8） 定期積金の給付補てん備金への繰入額

　　（うち借入金利息） （1）
　　（うちその他支払利息） （85） 貸付留保金利息

　役務取引等費用 1,864 信用支払手数料

　その他経常費用 19,086 電算処理料、貯金保険、貯蓄奨励

　　（うち貸倒引当金繰入額） （10）
信用事業総利益 74,842

⑶共済事業収益 44,610
　共済付加収入 42,311 共済事業の受入手数料

　その他の収益 2,298 全共連よりの受入奨励金など

⑷共済事業費用 2,442
　共済推進費 1,240 加入者奨励など推進のための費用

　共済保全費 311 契約保全、電算処理料などの費用

　その他の費用 891 帳票・消耗品等の購入費用

共済事業総利益 42,168
⑸購買事業収益 203,523
　購買品供給高 199,304 利用して頂いた購買品の年間売上高

　購買手数料 795
　その他の収益 3,422 全農よりの受入奨励金、雑収入など

⑹購買事業費用 164,957
　購買品供給原価 154,355 本年度購買品の仕入代金

　その他の費用 10,601 購買推進・帳票・消耗品等

　　（うち貸倒引当金戻入益） （△ 5）
　　（うち貸倒損失） （3）

購買事業総利益 38,566
⑺販売事業収益 32,399
　販売品販売高 8,502 買取販売品の年間売上高

　販売手数料 18,815 販売品の受入手数料

　その他の収益 5,081 その他の販売収入

⑻販売事業費用 16,945
　販売品販売原価 7,014 買取販売品の仕入代金

　販売費 6,278 直売所の販売経費

　その他の費用 3,653 販売品の運賃及び労務費、その他の費用

　　（うち貸倒引当金繰入額） （6）
販売事業総利益 15,453

⑼保管事業収益 4,974 米麦の年間保管料等

⑽保管事業費用 1,986 倉庫労務費など保管に要した費用

保管事業総利益 2,987

損　益　計　算　書
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第77年度　自　令和6年1月1日　至　令和6年12月31日 東能登川農業協同組合

（単位：千円）
科　　　　目 金　　　　額 説　　　　明

⑾利用事業収益 76,520
　ライスセンター収益 17,655 米・麦乾燥調製利用料など

　育苗センター収益 17,589 育苗利用料

　葬祭収益 25,078 葬祭取扱

　その他利用収益 16,197 旅行、大豆調製、みそ加工等受入利用料

⑿利用事業費用 58,590
　ライスセンター費用 21,611 燃料費、電気代、資材費、労務費等

　育苗センター費用 10,232 種子代、土代、労務費等

　葬祭費用 23,013 葬祭利用に要した費用

　その他利用費用 3,732 旅行、機械利用料、みそ加工等に要した費用

利用事業総利益 17,930
⒀指導事業収入 1,581 賦課金・補助金等の収入
⒁指導事業支出 3,026 営農・生活指導等に要した費用

指導事業収支差額 △ 1,445
２．事業管理費 185,873
⑴人件費 133,924 役員報酬、給料手当、法定福利費、厚生費等

⑵業務費 16,251 会議費、通信費、研修費、事務委託費、旅費等

⑶諸税負担金 8,317 公租公課、連合会の賦課金、負担金等

⑷施設費 26,370 修繕費、光熱費、消耗備品、保険料、賃借料等

⑸その他事業管理費 1,009 どの費用科目にも属さない支払費用

事業利益 4,630
３．事業外収益 7,097
⑴受取出資配当金 6,024 外部出資に対する受入額

⑵賃貸料 98 土地・建物の賃貸料

⑶雑収入 974 事業外収益のうち他に属しないもの

４．事業外費用 4,054
⑴寄付金 3,600
⑵雑損失 453 事業外費用のうち他に属しないもの

経常利益 7,672
５．特別利益 1,706
⑴一般補助金 1,706
６．特別損失 1,706
⑴固定資産処分損 0
⑵固定資産圧縮損 1,706

税引前当期利益 7,672
法人税・住民税及び事業税 2,443 法人税・住民税の支払い額（予定額を含む）

法人税等調整額 392 繰延税金資産に係る調整額

法人税等合計 2,836
当期剰余金 4,836

当期首繰越剰余金 50,818 前年度より繰越しした剰余金

税効果調整積立金取崩額 392
当期未処分剰余金 56,047

損　益　計　算　書
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 （単位：円）

（注記）１．普通出資に対する配当金は、年1.0％の割合である。
　　　２．事業の利用分量に対する配当の基準は、予約水稲肥料・農薬供給高千円当り50円とする。
　　　３．次期繰越剰余金には、営農・生活・文化改善の事業の費用に充てるための教育情報繰
　　　　　越金300,000円が含まれている。

科　　目 金　　額

１　当期未処分剰余金 56,047,519

２　剰余金処分額

　　⑴利益準備金 1,000,000

　　⑵出資配当金 1,699,466

　　⑶事業の利用分量に対する配当金 1,762,100

３　次期繰越剰余金 51,585,953

剰 余 金 処 分 案（第７７年度）
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第７７年度　【令和６年１月１日～令和６年１２月３１日まで】	 （単位：千円）

※⑥、⑩、⑫、⑮、⑰は、各事業に直課できない額

（注）１．共通管理費等及び営農指導事業の他部門への配賦基準等
　　　　⑴共通管理費等（人員割＋事業総利益割＋人件費を除いた事業管理費割）の平均値
　　　　⑵営農指導事業（人員割＋事業総利益割）の平均値 

　　２．配賦割合（１の配賦基準で算出した配賦の割合）　　　　　　　　　　　　　（単位：％）

部 門 別 損 益 計 算 書

区　　分 計 信用事業 共済事業 農業関連事業 生活その他事業 営農指導事業 共通管理費等

事業収益 ①） 467,486 103,877 44,610 206,045 111,600 1,352

事業費用 ②） 276,982 29,034 2,442 150,794 92,228 2,482

事業総利益（①－②） ③） 190,503 74,842 42,168 55,250 19,372 △ 1,130

事業管理費 　　　　④） 185,873 37,607 37,155 61,926 27,924 21,258

（うち減価償却費） 　⑤） （15,283） （1,640） （1,050） （9,053） （2,918） （620）

（うち人件費） 　　　⑤’（133,924） （27,722） （29,647） （41,082） （19,385） （16,085）

※うち共通管理費 ⑥） 14,338 11,337 20,703 8,604 5,672 △ 60,657

（うち減価償却費） ⑦） （1,328） （1,050） （1,917） （797） （525） （△ 5,618）

（うち人件費） ⑦’ （9,303） （7,356） （13,433） （5,583） （3,680）（△ 39,356）

事業利益（③－④） ⑧） 4,630 37,235 5,012 △ 6,675 △ 8,552 △ 22,389

事業外収益 ⑨） 7,097 1,677 1,326 2,422 1,006 663

※うち共通分 ⑩） 1,677 1,326 2,422 1,006 663 △ 7,097

事業外費用 ⑪） 4,054 860 680 1,657 516 340

※うち共通分 ⑫） 860 680 1,241 516 340 △ 3,638

経常利益（⑧＋⑨－⑪） ⑬） 7,672 38,052 5,659 △ 5,911 △ 8,062 △ 22,065

特別利益 ⑭） 1,706 403 319 582 242 159

※うち共通分 ⑮） 403 319 582 242 159 △ 1,706

特別損失 ⑯） 1,706 403 319 582 242 159

※うち共通分 ⑰） 403 319 582 242 159 △ 1,706

税引前当期利益（⑬＋⑭－⑯）⑱） 7,672 38,052 5,659 △ 5,911 △ 8,062 △ 22,065

営農指導事業分配賦額 ⑲） 6,496 5,473 7,037 3,057 △ 22,065

営農指導事業分配賦後
税引前当期利益（⑱－⑲） ⑳） 7,672 31,556 185 △ 12,949 △ 11,119

区　分 信用事業 共済事業 農業関連事業 生活その他事業 営農指導事業 計
共通管理費等 23.64 18.69 34.13 14.19 9.35 100 
営農指導事業 29.44 24.81 31.90 13.85 100

32



第７次   中期経営計画
2025年度～2027年度

第２号議案
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　中期経営計画策定にあたり、ご挨拶申し上げます。平素は、当Ｊ A 事業並びに活動全般にわ
たり、格別のご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
 中期経営計画の策定は、組合員とＪＡ東能登川が「共通の目標」を共有し、次期３か年の取り
組みをお示しするものです。
　ＪＡ東能登川では、第６次中期経営計画で、１０年後を見据え「持続可能な農業・地域共生の
未来づくり」というテーマをかかげ、「食と農を基軸として地域に根ざした協同組合」として創
意工夫のある取り組みを実施するため、三つのめざす姿「持続可能な農業の実現」「豊かで暮ら
しやすい地域共生社会の実現」「協同組合としての役割発揮」に向け取り組んでまいりました。
　農業・農村を取り巻く環境は、農業所得の減少と農家組合員の高齢化により、近い将来、突然・
一斉に農業者が引退する危機が訪れようとしており、次世代への地域農業の継承が求められてい
ます。農産物においても近年の気象状況により農産物の品質・収量に大きく影響しています。ま
た、人口減少や働き方の変化により、あらゆる業種で人手不足が顕在化しており、ＪＡの経営に
おいても、ＪＡ事業の原動力となる職員が減少しております。
　このような中、第７次中期経営計画において、３つの基本目標、①農家組合員の所得増大と農
業生産の拡大を目指す「持続可能な食料・農業基盤の確立」、②地域の活性化を目指す「持続可
能な地域・くらし・組合員組織基盤の確立」、③「不断の自己改革の実践を支える経営基盤の強化」
と、基本目標に横断的に関与する３つの取組みを設定し「地域農業戦略」「地域くらし戦略」、「経
営基盤戦略」に向け取り組んでまいります。
　組織再編（合併）については、ＪＡを取り巻く農業並びに金融情勢の環境変化や農協法改正等
の制度面からの圧力に対し、現在の組織経営基盤のままでは対応が難しいことから、東近江地域
の４ＪＡでは、ＪＡこうかを加えた５ＪＡで「将来のＪＡの在り方」について検討するため、令
和６年７月１８日に“三方よし”広域再編組織研究会を発足しました。今後もＪＡ滋賀中央会指
導のもと、具体的な協議・研究を進めてまいります。
　ＪＡ東能登川は、これまでも、これからも組合員、地域のみなさまとともに不断の自己改革に
よる総合農協としての機能を発揮し、協同活動を推し進め、当ＪＡの経営理念であります『笑顔
のＪＡ　スマイルＪＡナンバーワン』をめざします。
　組合員・地域のみなさまには、Ｊ A 運営に対しまして更なるご理解とご協力、ご利用を賜り
ますようよろしくお願い申し上げます。

令和７年 3 月
東能登川農業協同組合　　　
代表理事組合長　川南　誠孝

　第７次中期経営計画策定にあたって
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農家組合員の所得増大・農業生産の拡大
○	施設共同利用による品質の均一化と農家コスト削減
　・米、麦、大豆の共同乾燥調製施設利用による品質の均一化と農業機械コスト削減
　・育苗施設での温湯消毒の実施による環境負荷低減と農薬等資材費の削減

○	肥料農薬の事前予約を実施し、一括仕入により農家コスト削減
　・水稲肥料農薬設計基準書の農家取りまとめを全職員で実施し、一括仕入れにより、安価
　　で提供
　・作業負担軽減と低コスト化を目的とした水稲肥料の銘柄集約・土壌改良資材２００㎏フ
　　レコンおよび水稲 ･ 麦 ･ 大豆用除草剤大型規格の導入
　・適正な土づくりおよび肥料設計に向けた土壌診断の実施（全農しが事業と連携）

○ 播種前契約等の事前契約による米の安定的販売

○	水田利用型園芸作物の作付け推進・生産指導
　・価格が安定した契約作物、業務加工用作物の推進・生産指導
　　（契約かぼちゃ、業務加工用キャベツ、業務加工用玉ねぎ）

○	水田利用型野菜用農業機械をＪＡで導入し共同利用と作業の一貫化
　・ＪＡで農業機械を導入し共同利用と一貫作業を行い、コスト低減と労力軽減

○	高収益作物の作付け・生産指導
　・大納言小豆と丹波黒大豆の分散による価格低下対策

○	㈱アグリやわたの郷と連携した農作業支援体制の充実
　・農作業受託による省力化支援

○		「国消国産」と「地産地消」の実践
　・学校給食への米の入札販売、保育園への食材提供
　・地域商社アグリステーションと連携

○ 有休農地を利用したユーカリ等の園芸作物の推進

令和６年12月31日現在

ＪＡ東能登川『自己改革』の取り組み状況
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地域の活性化
○	農産物直売所　菜々笑の運営充実
　・直売所では品目の充実と品質向上、総菜の販売
　・定期的な菜々笑フェア、イベント等開催（毎月２回）
　・ＳＮＳを利用した販売促進活動

○	農業まつり・夏まつりの開催

○	カルチャー教室の開催
　・ＪＡ女性部を中心とした地域女性活動
　　【ガーデニング、習字、アイシングクッキー､ ヨガ､ スクラップブッキング、フレイル予防、
　　野菜教室等の開催】

○	能登川東小学校児童を対象とした食農教育の開催
　・田んぼの学校（田植・収穫祭）５年生、「畑・野菜づくり教室」３年生

○	営農経済部門との連携体制を強化し、農業メインバンク機能を発揮
　・農業資金を低金利、保証料負担無しでご利用いただける、融資農業資金応援キャンペー
　　ン（アグリマイティ－資金）の実施

○	年金・相続相談会の実施
　・社会保険労務士による年金相談会の実施
　・個々の相談者（農地等の資産など）に対応した相続相談の実施

○ 組合員・利用者の多様なニーズに対応する保全活動・訪問活動
　・訪問活動を中心とした共済契約の状況説明と点検
　・契約者が安心できる事故処理体制の強化

○ 「食」「農」「協同組合」「自己改革」に関する取り組みについての情報発信
　・ＪＡほーもん活動を通じ、広報誌等による情報発信
　・ホームページを随時更新した情報発信
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ＪＡ経営基盤の確立
○ ＪＡ組織基盤の確立
　・農業者の実態に合わせた正組合員資格の見直し

○ 経営の健全性、持続可能な経営基盤の確立
　・組合員・利用者に安心してご利用いただけるための適切な内部統制の構築
　・将来にわたり総合農協としてのサービスを提供するための「経営改善計画」の実施
　・ＪＡグループ滋賀と連携したＤＸ対策への取り組み
　・人づくり基本方針の適切な運用による人材育成

事業取扱高実績【第６次３ヵ年推移】

（単位：千円）

項　目 2022年度 2023年度 2024年度

販
売
事
業

米 187,424 216,878 257,447

小麦 22,787 25,758 20,675

大豆・雑穀類 43,357 36,881 47,653

野菜類 9,669 7,764 8,814

直売所 16,780 15,298 15,407

購
買
事
業

生産資材供給高 107,188 121,849 127,278

生活資材供給高 28,471 39,789 30,588

燃料供給高 58,043 65,355 60,960

（うちガス供給高） 24,156 32,568 29,200

利
用
事
業

ライスセンター　米（ｔ） 675 450 459

ライスセンター　麦（ｔ） 701 699 227

育苗センター（枚数） 24,748 23,358 25,455

葬祭事業（件） 55 46 47

信
用
事
業

預金 16,630,484 16,245,090 14,427,826

有価証券 800,530 798,630 1,152,830

貸出金 1,419,640 1,353,190 1,492,987

貯金 18,766,995 18,249,629 16,994,047

年金契約口座数（件） 862 843 839

共
済
事
業

長期共済新契約高 1,446,075 1,004,095 834,560

長期共済保有高 27,461,318 26,360,845 25,165,120

短期共済受入掛金 60,364 61,450 60,859
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１．農家組合員の所得増大と農業生産の拡大を目指す
「持続可能な食料・農業基盤の確立」

【ＪＡ地 域 農 業 戦 略】

２．	 地域の活性化を目指す
「持続可能な地域・くらし・組合員組織基盤の確立」

【ＪＡ地域くらし戦略】

３．	 不断の自己改革の実践を支える経営基盤の強化
「将来にわたるＪ A 経営の健全性」の確保

【ＪＡ経営基盤戦略】

持続可能な農業・地域共生の未来づくり
～不断の自己改革による、総合事業体としての機能発揮～

基　本　方　針
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　米・麦・大豆の生産を基本に、水田利用型の業務加工用野菜及び小豆の栽培に取り組み、良品
質化に努め農家組合員の所得増大に貢献することができました。
　次期３か年においては米の収量向上による集荷拡大、小麦「びわほなみ」の安定生産、さらに
業務加工用野菜及び小豆の良品質栽培に取り組み、産地化を目指します。

（△：検討　○：計画　◎：実施　→：継続）

営 農 指 導 販 売 事 業

方　針 実施事項 基本
目標 現状

３ヵ年の数値目標
2025年度 2026年度 2027年度

1 水稲・麦・大豆

・需要に応じた面積の提案を継続
　します。

【水稲】
・環境こだわり米（みずかがみ）
　は「滋賀県みどりの食料システ
　ム基本計画」への対応や全農の
　生産コスト抑制メニューを活用
　した特色ある水稲の生産を行う
　ことにより、販売先と契約栽培
　を行うことで新たな近江米ブラ
　ンド「近江米プレミアムシリー
　ズ」を県内ＪＡとともに取り組
　みます。
・気象状況に応じた水稲品種の選
　定に取り組みます。
・水稲の収量減少の対策として、
　試験栽培や関係機関との情報交
　換を行います。

【麦】
・需要に応じた安定生産に向け、
　品質と収量の向上に取り組みま
　す。

【大豆】
・品質と収量の安定継続に向けて
　取り組みます。
・多収大豆の導入検討を行います。

①

①

①

①

①

①

①

○

△

〇

◎

◎

◎

◎

〇

◎

→

→

→

△

→

◎

→

→

→

→

◎

→

→

→

→

→

→

→

2 水田利用型高収益作物
の拡大

・園芸野菜や小豆等の高収益作物
　の良品質化と増収に努め生産性
　向上に取り組みます。
・関係機関と連携し、業務加工用
　野菜の生産維持に取り組みます。

①

①

◎

4ha

→

4ha

→

4ha

→

4ha

3 農産物の販売対策

・米ではＪＡ全農および卸等実需
　者と播種前契約等の有利販売に
　取り組みます。
・業務加工用野菜等は「ＪＡ全農
　しが」「東近江市地域商社あぐり
　ステーション」等に販売します。
・少量多品目の農産物は直売所　
　「菜々笑」等で地元の消費者へ販
　売します。

①

①

①

◎

◎

◎

→

→

→

→

→

→

→

→

→

4 環境調和型農業の推進

・「化学肥料削減」「化学農薬削減」
　「温室効果ガス削減」「プラスチッ
　ク削減」の４分野に取り組み、
　「滋賀県環境こだわり栽培」を
　行います。

① ◎ → → →

39



方　針 実施事項 基本
目標 現状

３ヵ年の数値目標
2025年度 2026年度 2027年度

５ 農業者のリスク分担対策

・共同計算販売のほか「直売・
　直販」の実施に取り組みます。
・ＪＡ所有の農業機械の有効活用
　と機械化一貫体系を促進します。
・温暖化対策としての土づくりの
　推進を行います。

①

①

①

◎

◎

◎

→

→

→

→

→

→

→

→

→

６ 地域農業と担い手への
かかわり

・ＪA 東能登川地域農業者連絡協
　議会を通じ、地域農業振興に努
　めます。
・地域保全と多様な農業者の役割
　発揮のための営農相談機能の充
　実を図ります。
・農業経営管理支援事業に取り組
　みます。
・農事組合法人の経営基盤強化に
　向けた支援活動を行います。
・農作業中事故防止啓発運動に取
　り組みます。

①

①

①

①

①

◎

◎

△〇

◎

◎

→

→

◎

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

7 生きがい対策

・定年退職帰農者等に対する農業
　指導の実践と担い手づくりに取
　り組みます。
・農産物を出荷することで、生産
　者の意欲向上を図ります。

①

②

△

◎

○

→

◎

→

→

→

8 直売所の業務運営

・品質の向上、適正価格の設定、
　農薬の適正使用等に取り組み信
　頼される運営を行います。
・定期的なイベントの開催で集客
　に努めます。

②

②

◎

24回

→

→

→

→

→

→

9 「㈱アグリやわたの郷」
との連携

・㈱アグリやわたの郷と連携し、
　機械作業の受託等を行い機械所
　有コスト及び作業コストの低減
　を図ります。

① ◎ → → →

10 地産地消の取り組み

・蔵出しオーナー等の産地直売を
　行います。
・管内学校給食農産物入札へ積極
　的に参加し、米の提供に努めま
　す。
・安全・安心な味噌づくりの加工
　と販売を行ないます。
・直売所「菜々笑」を通し、地元
　産野菜の販売に取り組みます。

②

②

②

②

763袋

◎

◎

◎

600袋

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

11 食農教育
・田んぼの学校など管内小学生や
　地域の子供を対象とした食農教
　育を行ないます。

② 8回 → → →

12 ＪＡ間連携、事業間連携
・事業機能の強化や効率化に向け
　て、近隣ＪＡならびに県内ＪＡ
　との連携を図ります。

③ ◎ → → →

13 人材活用対策

・農業に興味がある人と農家の
　求人マッチングアプリ「１日
　農業バイト　デイワーク」の
　利用促進に取り組みます。

① ◎ → → →
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方　針 実施事項 基本
目標 現状

３ヵ年の数値目標
2025年度 2026年度 2027年度

14 ＤＸ対策

・スマート農業の推進を行ないま
　す。
・ＷＥＢ出荷システムおよびＷＥ
　Ｂ検査システムを導入し、事務
　作業の軽減に取り組みます。

①

①

◎

△

→

〇

→

◎

→

→

基本方針：①地域農業戦略　　②地域くらし戦略　　③経営基盤戦略

　低金利な農業資金をはじめ、各種ローンの提供や年金受給口座拡大で地域の絆づくりに取り組
みました。
　次期３か年では、「低金利時代」から「金利のある世界」へ復活する中、更なる経営基盤、顧
客基盤の拡充に向けて取り組みます。また、引き続き組合員・地域の皆様とのつながりを重視し、
農業者の経営安定と地域住民のくらしの支援に取り組みます。

信 用 事 業

方　針 実施事項 基本
目標 現状

３ヵ年の数値目標
2025年度 2026年度 2027年度

1
担い手との接点を強化
し、農業融資等相談機
能の発揮

・営農・経済部門と共有を図り、
　農業者のニーズに則した円滑
　な相談や提案

① ◎ → → →

2

組合員・地域住民のつ
ながりを大切にし、継
続的にご利用いただけ
るサービスの提供

・夏・冬をはじめとしたキャン
　ペーンの実施
・資産・年金相談会を通じた取
　引深耕
・若年層や勤労世代等のニーズ
　に合ったデジタル・キャッシ
　ュレスの利用拡大
・住宅・マイカーなど暮らしの
　各種ローン商品の提案
・年金友の会の充実

②

◎

◎

◎
　

◎

◎

→

→

→
　

→

→

→

→

→
　

→

→

→

→

→
　

→

→

3 新システムの活用によ
る業務の効率化

・営業店システム導入による円
　滑な業務運営

③ 〇 ◎ → →

4 安定的な資金運用によ
る経営収支の強化

・リスク管理の徹底に努め、計
　画的で安定的な収益確保に向
　けた資金運用

③ ◎ → → →

（△：検討　○：計画　◎：実施　→：継続）

基本目標：①地域農業戦略　　②地域くらし戦略　　③経営基盤戦略

41



共 済 事 業

　ひと・いえ・くるま・農業の総合保障の提供に取り組みました。また、キャッシュレス決済・
ペーパレス契約のご案内にも取り組み、新たなサービスの提案を通じてつながりの強化ができま
した。
　次期３ヵ年では総合事業機能の強みを活かし、組合員・利用者の満足度向上や保障充足の実現
に取り組みます。

（△：検討　○：計画　◎：実施　→：継続）

方　針 実施事項 基本
目標 現状

３ヵ年の数値目標
2025年度 2026年度 2027年度

1

組合員・利用者を第一
に考え、一人ひとりに
寄り添った活動に取り
組みます。

・組合員・利用者のくらしに寄り
　添った活動として訪問活動や情
　報提供活動を行い、日常的な接
　点（つながり）づくりに取り組
　みます。

①
②

1,886 1,900 1,900 1,900

2

デジタル技術を活用し
た利用者の利便性向上
の追及、選ばれ続ける
J Ａを目指して取り組
みます。

・Ｗｅｂ手続きの利用促進、利用
　者のいつでも・どこでも・望む
　方法で手続きできる環境整備に
　取り組みます。

②

187 250 250 250

3
組合員・利用者に選ば
れ続ける自動車共済の
実現に取り組みます。

・組合員・利用者の満足度の維持・
　向上を図るためＪＡ共済滋賀Ｓ
　Ｃとの連携強化に取り組みます

②

96 95 95 95

4

組合員・地域住民に疾
病予防の視点に立った
健康増進活動へ取り組
みます。

・組合員・地域住民に充実したド
　ック健診を行い健康診断・保健
　指導に取り組みます。

②

37 45 50 55

保有契約者数（人）

ＷＥＢマイページ登録者

自動車共済総合満足度調査（％）

健診受診者数（人）

基本目標：①地域農業戦略　　②地域くらし戦略　　③経営基盤戦略
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　水稲肥料の銘柄集約や農薬の大型規格品の取扱量を増やすことで生産コストの削減に取り組む
ことができました。また、生活資材関係では女性部活動の各種カルチャー教室の充実、くらしに
便利な商品・サービスの普及拡大に取り組みました。
　次期３ヵ年においても、農家組合員の所得確保・増大に向け、生産コスト抑制や農作業の省力
化に取り組みます。また、生活関係においては日常的な接点（つながり）活動を通じて、地域住
民・利用者ごとのニーズを把握し、くらしに最適な活動・事業の提供に取り組みます。

（△：検討　○：計画　◎：実施　→：継続）

方　針 実施事項 基本
目標 現状

３ヵ年の数値目標
2025年度 2026年度 2027年度

1 生産コストの削減に向
けた取り組み

・水稲、麦、大豆資材の銘柄集約
　や早期仕入れによるコスト抑制
　に取り組みます。
・温暖化対策としての土づくり資
　材の推進を行い、収量・品質向
　上に取り組みます。また、資材
　散布を請負い、農作業の省力化
　に取り組みます。
・農薬の大型規格品の取扱を増や
　し、コスト抑制に取り組みます。
・環境保全への取り組みとして、
　元肥一発肥料などプラスチック
　を使用した被覆肥料から化学合
　成緩効性肥料銘柄（被覆レス銘
　柄）への切替を目指し、作物別
　に順次、検討し提案します。

①

①

①

①

◎

◎

◎

◎

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

2
安全安心な商品サービ
スの普及拡大

・くらしの宅配便の見本市を定期
　的に開催し、商品提案の機会作
　りを行います。
・聴力が気になる方や補聴器でお
　悩みの方への相談会を開催し、
　快適なくらしの向上を目指します。
・ＬＰガスを安全に安心してご利
　用いただくために２４時間見守
　るセキュリティシステムの普及
　推進を行います。
・大事なお住まいや家財家具の維
　持管理に関するサービスの充実
　に取り組みます。

②

②

②

②

〇

◎

◎

◎

〇◎

→

→

→

〇◎

→

→

→

〇◎

→

→

→

3 地域コミュニティの活
性化に向けた取り組み

・女性を対象としたカルチャー教
　室を通して地域の女性とＪＡと
　の更なるつながりを強化しＪＡ
　事業の利用促進に取り組みます。

② ◎ → → →

4 商品の品質管理の徹底 ・在庫管理の精度向上に取り組み
　ます。

③ ◎ → → →

5
「まごころ」がこもっ
た葬祭サービスの充実

・組合員をはじめ地域の皆様の多
　様なニーズにお応えし、ご利用
　者の皆様にご満足いただける葬
　祭事業に取り組みます。

② ◎ → → →

購 買 事 業

基本目標：①地域農業戦略　　②地域くらし戦略　　③経営基盤戦略
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方　針 実施事項 基本
目標 現状

３ヵ年の数値目標
2025年度 2026年度 2027年度

1 ＪＡの組織基盤の確立

・日常的な接点（つながり）活動
　とＪＡ利用を通じ、地域住民・
　利用者のニーズを把握し、ＪＡ
　事業や運営に参画する「ＪＡの
　仲間づくり」に取り組みます。
・組合員だけでなく地域住民に、
　ＪＡや協同組合の価値への理解
　を促進します。

②

②

◎

◎

→

→

→

→

→

→

2
「将来にわたる JA 経営
の健全性」の確保への取
り組み

・経営改善計画、中期経営計画、
　自己改革の取り組みについて、
　ＰＤＣＡ（計画・実行・評価・
　改善）にて進捗確認を行ない、
　より健全性の高い経営に取り組
　みます。
・事業機能の強化や効率化に向け
　て、ＪＡグループ滋賀と連携し
　たＤＸ対策や事業間連携に取り
　組みます。
・ＪＡ活動・事業の原動力となる
　職員の育成（人づくり）に取り
　組みます。

③

③

③

◎

◎

◎

→

→

→

→

→

→

→

→

→

3 経営の透明性・持続可能
性確保の取り組み

・組合員・利用者の皆さまに安心
　して利用いただくため、適切な
　内部統制の構築・運用を図りま
　す。
・法令等違反を発生させないコン
　プライアンス態勢を構築します。

③

③

◎

研修2回

→

→

→

→

→

→

4

「食」「農」「協同組合」「自
己改革」に関する取組み
等について広報活動によ
る情報発信の強化

・ＪＡほーもん活動を通じ、広報
　誌による情報発信を行います。
・ホームページにより情報発信を
　行います。

②

②

毎月

随時更新

→

→

→

→

→

→

基本目標：①地域農業戦略　　②地域くらし戦略　　③経営基盤戦略

　ＪＡ経営をめぐる事業環境が大きく変化する中で、経営改善計画のもと、各事業においてＰＤ
ＣＡ（計画・実行・評価・改善）を繰り返し行うことで、経営収支改善の完遂に向け取り組みま
した。
　次期３ヵ年においては、将来にわたる持続可能なＪＡ経営を確立するため、基本方針を柱とし
た自己改革への取り組みを継続していきます。

（△：検討　○：計画　◎：実施　→：継続）

経 営 管 理 事 業
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事業取扱高計画【第７次３ヵ年計画】 （単位：千円）

項　目 2025年度 2026年度 2027年度

販
売
事
業

米 239,000 237,970 238,420
小　麦 26,000 23,000 23,000
大豆・雑穀類 17,200 35,000 35,000
野菜類 9,000 9,500 10,000
直売所 16,650 18,000 19,000

購
買
事
業

生産資材取扱高 126,500 127,000 127,000
生活資材取扱高 32,720 33,000 32,700
燃料取扱高 64,000 64,000 64,000

（うちガス取扱高） （32,000） （32,000） （32,000）

利
用
事
業

ライスセンター　米（ｔ） 600 630 650
ライスセンター　麦（ｔ） 700 700 700
育苗センター（箱数） 25,000 25,000 25,000
葬祭事業（件） 52 55 57
旅行事業（取扱高） 2,000 2,000 2,000

信
用
事
業

預　金 14,202,000 14,000,000 14,000,000
有価証券 1,390,000 1,600,000 1,600,000
貸出金 1,550,000 1,590,000 1,630,000
貯　金 17,000,000 17,100,000 17,200,000
年金契約口座数（件） 840 865 880

共
済
事
業

長期共済新契約高 800,000 760,000 725,000
長期共済保有高 23,943,000 22,800,000 21,600,000
短期共済受入掛金 60,900 58,100 55,200

総合損益計画【第７次３ヵ年計画】 （単位：千円）

科　目 2025年度 2026年度 2027年度
１．事業総利益 207,014 214,928 217,728
　⑴信用事業総利益 69,850 72,500 81,500
　⑵共済事業総利益 38,500 36,500 34,500
　⑶購買事業総利益 41,559 42,500 41,790
　⑷販売事業総利益 13,800 16,000 15,300
　⑸倉庫事業総利益 3,000 3,500 3,100
　⑹利用事業総利益 41,125 44,400 42,000
　⑺指導事業収支差額 △ 820 △ 472 △ 462
２．事業管理費 205,192 205,200 210,000
　⑴人件費 148,387 148,400 151,800
　⑵業務費 19,224 19,230 19,670
　⑶諸税負担金 8,492 8,490 8,690
　⑷施設費 28,079 28,080 28,730
　⑸その他事業管理費 1,010 1,000 1,110

事　業　利　益 1,822 9,728 7,728
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これまでの自己改
革の取組み

農家組合員の所得
増大・農業生産の
拡大の取組み	
（組合員類型別売上
増加・コスト低減）

地域の活性化の取
組み

文		章		編

　ＪＡ東能登川は、平成２６年より、組合員との徹底した対話に基
づいて、「農家組合員の所得増大と農業生産の拡大」「総合事業によ
る地域の活性化とくらしの支援」「自己改革を支えるＪＡ経営基盤
の確立」を基本目標とする創造的自己改革の実践に全力で取り組ん
できました。
　この結果、平成２９年度～平成３０年度に実施した「ＪＡの自己
改革に関する組合員調査」等において、多くの正組合員から、一定
の評価と自己改革への一層の期待、多くの准組合員から、総合事業
の必要性や地域農業を応援したいとの声をいただくことができまし
た。
　今後とも、地域になくてはならないＪＡであり続けるため、組合
員との徹底した対話を通じ、改革の取組みと成果について評価を把
握し、次の改革につなげることで、ＰＤＣＡサイクルを回し、総合
事業を基本として「不断の自己改革」を着実に実践します。

　農家組合員の所得増大（農家組合員の売上増加・コスト低減）に
つながる次の取り組みについて、目標及び実践具体策を策定し、取
り組みを進めます。 
①生産性の高い農業の実践 
②水田利用型作物の定着化
　大豆、小豆や野菜など水田を活用した作物の生産振興
③省力型肥料等による生産コストの低減と作業効率の向上 
　銘柄集約肥料や１０㎏袋中心とした大型規格農薬の普及拡大

「地域の活性化」に向けて、次のことに取り組みます。 
　ア．健康寿命１００歳プロジェクトの実践
　イ．管内小学校と連携した食農教育活動の実施

これまでの評価と
准組合員の意識

不断の自己改革に
取り組む旨、PDCA
の実践

JA 東能登川　自己改革工程表

＜		構	成	＞

農家組合員の所得増大・農業生産の拡大の取り組みについて

地域の活性化の取り組みについて
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ＪＡ経営をめぐる
情勢等

対話の取組み、准
組合員の意思反映
の仕組みの明確化

　管内の人口動向は減少傾向にあり、少子高齢化が進展しておりま
す。農業経営体は５年前と比較すると全体で２割程度減少していま
すが、法人経営は３割程度増加しています。また、農業生産額は上
昇傾向に推移していますが、ＪＡの販売品販売高は、３億円前後で
推移してる状況です。
　こうした情勢の中、ＪＡとして５年後の収支シミュレーションを
行ったところ、５年後には現状と比べて事業利益が減少するものの
一定水準の利益を確保できる見通しとなりました。これまで行って
きた自己改革と経営基盤強化を通じた事業改革の成果が表れてきて
いる一方で、事業総利益の減少を事業管理費の削減で補っている収
支構造も見られるため、５年後のその先を見通しての事業改革に取
り組んでいく必要があります。 
　このことから、令和３年度より取り組んでおります「経営改善計
画」では、「将来にわたるＪＡ東能登川の健全性の確保」をテーマ
とし、「有価証券の売却益（キャピタル取引）に頼らないＪＡ東能
登川の経営体質（収支構造）の再構築」を目指しています。
　また、自己改革を支えるＪＡ経営基盤を確保するために、販売力
の強化を通じた事業伸長や経済事業（購買・販売・施設）の収支改
善を図ることはもとより、葬祭事業、直売所の運営改善を行うとと
もに、信用、共済事業など全事業について改善を図り、健全で持続
性のある経営を確立することが課題となっています。

　自己改革の実践にあたっては、小規模ＪＡである利点を生かし、
訪問活動（ＪＡほーもん）や担い手会議、営農事業説明会を通じた

「組合員との対話」により改革の評価を把握し、地域に根ざしたＪ
Ａを目指して、日常の正組合員の声を組合経営全般に生かすととも
に、「正組合員とともに、地域農業や地域経済の発展を支える組合
員」である准組合員の声も聴くことで、正組合員と准組合員が一体
となったＪＡ運営を実現します。
　また、農業振興の応援団でもある准組合員の事業利用にあたって
は、信用事業で貯金29.5％、貸出金82.4％、共済事業で11.9％、購
買事業で25.0％となっており、地域住民の生活に必要な生活支援機
関としての役割を果たすとともに、一定の事業分量を確保すること
で事業運営の安定化を図り、正組合員へのサービスの確保・向上に
寄与しています。引き続き、正・准組合員の利用状況を把握したう
えで、「農家組合員の所得増大」につながるよう取り組みます。

収支シミュレーシ
ョンの概要

准組合員の事業利
用に関する判断

経営基盤強化策

ＪＡ経営基盤の確立・強化の取り組みについて

組合員の意思反映について
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数		値		編

＜		重点目標	＞ ＜		成果指数・目標値	＞

重点施策 主な対象者 行動計画
評価指標・目標値
（令和８年度）

令和６年度 令和７年度 令和８年度 担当部署

生産性の高い農
業の実践

担い手経営体や
中核的担い手な
ど

多収性品種への
転換と提案

 水稲：20ha
目標 作付なし

10ha 20ha

営農販売課

実績 作付なし

麦：170ha
目標 0.3ha 

170ha 170ha
実績 0.3ha

大豆：5ha
目標 作付なし

1ha 5ha
実績 作付なし

水田利用型作物
の定着化

担い手経営体や
中核的担い手な
ど

大豆・小豆・野
菜の生産振興 145ha

目標 124ha
143ha 145ha 

実績 140ha

省力型肥料・大
型規格農薬の提
案

必要とするすべ
ての者

水稲肥料銘柄集
約 5,000袋

目標 5,000袋
5,000袋 5,000袋 

購買課
実績 4,270袋

10㎏袋農薬の提
案  900袋

目標  700袋
900袋 900袋 

実績  894袋

重点施策 主な対象者 行動計画
評価指標・目標値
（令和８年度）

令和６年度 令和７年度 令和８年度 担当部署

健康寿命100歳
プロジェクトの
実践

地域住民 健康診断の実施 年1回
50人

目標 45人 

45人 50人 共済課

実績 37人 

年金友の会
グランドゴルフ
大会・ボウリン
グ大会・旅行

各年1回
延べ170人

目標 140人

170人 170人 信用課

実績 97人

食農教育活動 管内小学生

「米づくり・田ん
ぼの学校」、「畑・
野菜づくり・た
んきゅう」の実
施

年8回
延べ480人

目標 160人 

480人 480人 営農販売課

実績 937人 

農家組合員の所得増大・農業生産の拡大

地域の活性化
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重点施策 主な対象者 行動計画
目標値（令和８年度）
【改善効果】

年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度
担当部署

基準年度 令和２年度対比 令和２年度対比 令和２年度対比

信用事業総利益
の改善 信用事業 各種手数料の徴

収

事業収益
＋

100千円

目標 180千円 事業収益
+

100千円

事業収益
+

100千円
信用課

実績 72千円

購買事業総利益
の改善 購買事業

早期引取等を主
軸とする生産資
材仕入価格の低
減

事業粗利益
＋

4,000千円

目標 1,000千円 事業粗利益
+

3,800千円

事業粗利益
+

4,000千円
購買課

実績 1,530千円

利用事業収益の
改善 利用事業

葬祭事業の件数
アップ 

（目標年間55件）

事業収益
＋

3,000千円

目標 25,078千円 52件
事業収益

+
2,500千円

55件
事業収益 

+
3,000千円

購買課 
（やすらぎ苑）

実績 △1,611千円

直売所の収支改
善 営農販売課 直売所売上高

アップ

直売所販売高
＋

2,000千円

目標 16,650千円 直売所販売高 
+

1,000千円

直売所販売高
　＋

2,000千円

営農販売課
（菜々笑）

実績 △1,113千円

ＪＡ経営基盤の確立・強化

重点施策 主な対象者 行動計画
評価指標・目標値
（令和８年度）

令和６年度 令和７年度 令和８年度 担当部署

担い手会議 担い手経営体、 
中核的担い手

地域農業者連絡
協議会での情報
提供、意見交換

年4回 
延べ120人

目標 120人 

120人 120人 営農販売課

実績 85人 

組合員訪問活動 
（JAほーもん）

組合員・地域住
民

全正職員による
広報誌等配布の
組合員訪問

毎月
1,000件

目標 1,000件

1,000件 1,000件 企画管理課

実績 1,000件

集落座談会 組合員
営農計画、JA 事
業等の説明、意
見交換

年１回 
50人

目標 50人 

50人 50人 営農販売課

実績 39人 

組合員の意思反映	〔アクティブ・メンバーシップ対策〕
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事 業 計 画 の 構 成

● 基本方針
  
● 事業方針及び事業実施計画
　１．指導事業　　　　　２．販売事業　　　　　３．利用事業（施設）
　４．信用事業　　　　　５．共済事業　　　　　６．購買事業
　７．利用事業

● 経営管理方針
　１．経営管理計画　　　２．総合損益計画　　　３．総合財務計画
　４．部門別損益計画

※単位未満を切り捨てにしているため、合計額が一致しない場合があります。

事  業  計  画
第78年度　令和7年1月1日～令和7年12月31日

第３号議案
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〈３スマイル〉組合員の笑顔、地域住民・利用者の笑顔、役職員の笑顔「笑顔のＪＡ、スマイル
ＪＡナンバーワン」をめざし、組合員と地域住民にとって魅力あるＪＡ、つながりを重視したＪ
Ａ事業を展開します。  

めざす姿

１「持続可能な農業の実現」とは、消費者の信頼や実需者のニーズに応え、安全で安心な地元農
　　産物を安定的に供給できる持続可能な地域農業の確立を目指し、農家組合員の所得増大を支
　　える姿。

２「豊かでくらしやすい地域共生社会の実現」とは、総合事業を通じて地域の課題解決の取組み
　や自主的な活動を支え、協同の力で豊かでくらしやすい地域共生社会の実現に貢献している姿。

３「協同組合としての役割発揮」とは、次世代や地域共生社会の構成員とともに、「食と農を基
　軸として地域に根ざした協同組合」として存立し、役割を発揮している姿。

上記３つの姿を実現するため
①家族農業から認定、営農、法人まで多様な農業者への営農継続
　をサポートします。
②組合員や地域のみなさまの声に応え、地域やくらしの活動を展
　開することにより信用・共済事業を含め、総合農協としての役
　割を発揮します。
③経営改善計画を実践することにより、「将来にわたるＪ A 経営
　の健全性」を確保し、経営基盤の強化に取り組みます。

⑴事業方針
　持続可能な農業の実現を目指して、組合員と関係機関及びＪＡが連携し水稲 ･ 麦 ･ 大豆の生産
性向上と園芸作物の生産振興を図り、地域農業の活性化と発展及び農業所得向上に取り組みます。 
　また、直売所『菜々笑』では、より新鮮で安全安心な地元の農産物を提供し集客に努め、利用
者・生産者・直売所のスリースマイルを目指します。

⑵重点取組事項
①水稲・麦・大豆

基　本　方　針

事業方針及び事業実施計画

１．指導事業計画
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　ア．【水稲】契約数量確保のため、品質・収量の向上に取
　　　　　　　り組みます。 
　　　　　　　県内ＪＡで始まる「近江米プレミアムシリー
　　　　　　　ズ（環境こだわり米）」に取り組みます。
　　　　　　　多収米品種「にじのきらめき」の導入に取り
　　　　　　　組みます。    
　イ．【麦】播種前契約に基づく生産量と販売に取り組みま
　　　　　　す。
　　　　　　「びわほなみ」の安定生産に取り組みます。
　ウ．【大豆】品質と収量の安定継続に向けて取り組みます。

②水田利用型園芸野菜等の定着化
　ア．加工用及び春キャベツ・玉ねぎ、契約かぼちゃ、ブロッ
　　　コリーの品質向上と収量増大に取り組みます。
　イ．丹波大納言小豆・丹波黒大豆の安定した収量の確保と
　　　品質向上に取り組みます。
　ウ．空き農地等を活用した花卉（ユーカリ等）の栽培に取
　　　り組みます。
　エ．育苗ハウスを利用した「いちご」の栽培に取り組みます。
③地域農業へのかかわり
　ア．ＪＡ東能登川地域農業者連絡協議会を通じ地域農業振
　　　興を目指します。    
　イ．購買部門と連携し、肥料農薬の銘柄集約やＪＡ等で所
　　　有の農業機械の有効活用に取り組み、生産から販売ま
　　　でのトータルコスト低減を図ります。
　ウ．温暖化対策及び地力低下防止としての土づくり推進を
　　　行います。
　エ．農繁期の農作業事故の未然防止を目的に、事故防止啓
　　　発活動に取り組みます。
　オ．農業用廃プラスチックの回収に取り組みます。
④食の安全・安心
　ア．環境調和型（こだわり農産物）農業に取り組みます。
　イ．農産物において生産履歴記帳を促進し、適正な施肥及
　　　び農薬使用の啓発に取り組みます。
　ウ．消費者・実需者への食の安全・安心を届ける取り組み
　　　として、ＧＡＰ（生産工程管理）を推進します。
⑤直売所『菜々笑』の運営充実
　ア．生産者とのつながりを大切にし生産及び販売の意欲向
　　　上を図り、生産品目の増加と品質向上に努め、新鮮で
　　　安全・安心な農産物の販売を行います。

●目標面積：9.0ha

●目標面積：4.0ha

●目標面積：小豆5.0ha	
　　　　　	丹波黒大豆5.0ha
●目標面積：0.2ha

●啓発活動：春・秋2回

●目標面積：水稲	80ha
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　イ．直売所イベントの充実を図り集客に努め、販売促進に
　　　取り組みます。
⑥食農教育
　　能登川東小学校と連携し、５年生は「米づくり・田んぼ
　の学校」、３年生は「野菜づくり教室」を開催し食と農の
　大切さや機械化された農業が学べる食農教育に取り組みま
　す。
⑦ＪＡとしての役割
　ア．地域農業発展を目指し、農業情勢に対応できる営農指
　　　導員の育成・強化を行います。
　イ．農業所得による収支計算データの提供と、収入保険制
　　　度の加入促進に向けた啓発を行います。
　ウ．農業者の記帳代行と経営管理を行うことを目的とした、
　　　農業経営管理支援事業に取り組みます。
　エ．ＪＡの協力団体である農事改良組合、農業組合、女性
　　　部、農事組合法人等を中心に、担い手育成、生活文化
　　　の向上と健康管理、営農教育等の情報提供を行い合理
　　　的な組織活動を図ります。

⑴事業方針
　　組合員が生産した農産物を一元集荷することで良品質化を図り、より有利な条件での販売に 

⑶営農指導事業計画	 （単位：千円，％）

（注）賦課金の基準は次のとおりです。
　　１．組合員割　１正組合員当り　100円
　　２．耕作反別割　10アール当り　100円

●イベント回数：月2回	

●田んぼの学校：2回	 	
●畑・野菜づくり：6回

科　　目 前年度実績（Ａ） 本年度計画（Ｂ） 前年対比（Ｂ）／（Ａ）

収
　
　
入

賦課金 506 510 100.8 
指導事業補助金 0 160 0
指導雑収入 1,075 1,300 120.9 

計 1,581 1,970 124.6 

支
　
　
出

営農改善指導費 258 250 96.9 
生活文化改善指導費 536 600 111.9 
広報活動費 697 740 106.2 
農政活動費 212 200 94.3 
指導雑費 1,320 1,000 75.8 

計 3,026 2,790 92.2 
収　支　差　額 △ 1,445 △ 820 56.7	

２．販売事業計画

53



⑵重点取組事項
　①米・麦・大豆・その他農産物の生産と集荷・販売体制の
　　強化
　　ア．各町農業関係組織の理解と協力をいただき、米の全
　　　　量集荷に取り組みます。
　　イ．米穀は播種前契約や複数年契約等を拡充し、実需者
　　　　との結びつきにより価格の安定した販売に取り組み
　　　　ます。
　　ウ．作業省力化を目的としたフレコン出荷の導入に取り
　　　　組みます。
　　エ．園芸野菜は、現在の取組品目の定着化を図り、契約
　　　　栽培で価格の安定した販売に取り組みます。
　　オ．農産物検査法に基づく適正な格付け検査を実施し、
　　　　実需者・消費者の信頼を確保します。
　　カ．保管事業は、品質管理を徹底し安全安心を基本に保
　　　　管及び入出庫を行います。
　②地産地消の取組
　　ア．蔵出しオーナー等、産地直売の取扱量増大を目指し
　　　　ます。
　　イ．学校給食の入札へ積極的に参加し、能登川東小学校
　　　　へ地元産『みずかがみ１等』を納入できるように取
　　　　り組みます。また、管内のそらの鳥こども園・八宮
　　　　こども園へは、給食用食材（地場産キヌヒカリ、野
　　　　菜等）を継続して納入します。

　努め、農業者の所得向上に取り組みます。

●集荷目標：31,000袋

●目標袋数：600袋

⑶販売事業計画	 （単位：千円，％）

種　　類 前年度実績取扱高（Ａ）本年度計画取扱高（Ｂ） 前年対比（Ｂ）／（Ａ）
JA米 241,056 221,000 91.7 
一般米 ― ― ―
その他 16,391 18,000 109.8 

小 計 257,447 239,000 92.8 
麦 20,675 26,000 125.8 
豆類 41,689 15,600 37.4 
小豆 5,964 1,600 26.8 
野菜 16,209 15,000 92.5 

（菜々笑） （7,394） （8,900） 120.4
小 計 84,537 58,200 68.8 
合　　計 341,984 297,200 86.9	
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⑴事業方針
　施設利用では、組合員利用者に快適利用をいただける運営管理に努め利用率の向上を図ります。              
また、農業機械利用では、利用規程に基づき有効活用し、農機具保有コストの低減に取り組みま
す。

⑵重点取組事項
　①水稲育苗
　　　播種計画に基づき健苗づくりに努め、高品質な苗の供
　　給を行います。
　②米麦共同乾燥調製施設
　　ア．共同利用の促進、維持管理の徹底、適正稼動で施設
　　　　運営コストの低減を目指します。
　　イ．小麦の荷受量増大に伴う改修を行います。
　③大豆乾燥調製
　　　収穫と併せ、集約した乾燥調製で品質向上に努め、作
　　業の効率化と低コスト化を図ります。
　④農業機械
　　　㈱アグリやわたの郷と連携を行い、所有の農業機械を
　　有効活用し、省力化と作業コストの軽減を図ります。
　⑤安全安心な手づくりのみそづくりに取り組みます。
　⑥スマート農業への取り組みとして、ドローンによる防除
　　を行います。
　⑦事業間連携（水稲育苗、玉ねぎ機械等）を行い管理運営
　　コスト低減を行います。

●目標面積：水稲	80ha
　荷受重量	600t

●目標面積：小麦170ha
　荷受重量	700t
●目標面積：140ha
●集荷目標：11,000袋

●目標枚数：25,000箱

３．利用事業計画（施設）

⑷直売所事業計画	 （単位：千円，％）

種　　類 前年度実績取扱高（Ａ）本年度計画取扱高（Ｂ） 前年対比（Ｂ）／（Ａ）
受託品 7,394 8,900 120.4 
買取品 7,788 7,500 96.3
その他収益 212 250 117.9 

合　　計 15,394 16,650 108.2
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⑵重点取組事項
　①農業・農業者の支援強化
　　　営農・経済部門と共有を図り、農業者の資金ニーズに
　　則した低金利な農業近代化資金やアグリマイティー資金
　　のご提案・ご相談に取り組みます。
　②くらし・地域のつながり強化
　　ア．夏・冬をはじめとした貯蓄キャンペーンを実施しま
　　　　す。
　　イ．相続・年金相談会を通じ、取引深耕を図り、メイン
　　　　バンクとしての機能を発揮します。
　　ウ．住宅・マイカー等のローン相談を通じて、給与振込・
　　　　ＪＡカード・ネットバンク等のセット取引の推進を
　　　　行い、若年層や勤労世代等のニーズに応じたデジタ
　　　　ル・キャッシュレスの利用拡大に取り組みます。
　　エ．年金受給者の楽しみと生きがいづくりの一助となる
　　　　よう年金友の会活動の充実を図ります。 
　③新システムの導入により窓口業務効率化を図り、利便性
　　の向上に取り組みます。
　④リスク管理を高度化し、計画的で安定的な収益確保に向
　　けた資金運用を行います。

⑴事業方針
　「低金利時代」から「金利のある世界」へ復活する中、更なる経営基盤、顧客基盤の拡充に向
けて取り組みます。また、引き続き組合員・地域の皆様とのつながりを重視し、農業者の経営安
定と地域住民のくらしの支援に取り組みます。

●融資実行件数：５件

●年金口座獲得件数：35件	
●相続・年金相談会実施回数：6回
●給振口座獲得件数：15件
●住宅ローン実行件数：3件
●マイカーローン実行件数：10件

●2月導入

４．信用事業計画

⑶利用事業計画	 （単位：千円，％）

種　　類 前年度実績（Ａ） 本年度計画（Ｂ） 前年対比（Ｂ）／（Ａ）

収
　
益

ライスセンター 17,655 32,000 181.3 
育苗センター 17,589 19,000 108.0 
その他利用収益 16,137 19,000 117.7 

合　計 51,381 70,000 136.2 

費
　
用

ライスセンター 21,611 23,000 106.4 
育苗センター 10,232 8,500 83.1 
その他利用費用 3,668 3,000 81.8 

合　計 35,511 34,500 97.2 
差　引　計 15,870 35,500 223.7	
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⑵重点取組事項
　①契約者を第一に考えた訪問活動の実践に取り組みます。
　②組合員・利用者とのつながりづくりに他事業と連携し取
　　り組みます。
　③営農部門と連携しながら、農作業安全啓発の取組強化と、
　　農業保障分野の保障充足に取り組みます。
　④デジタル技術を活用した利用者の利便性向上と利用者に
　　寄り添ったきめ細やかな契約対応の実践に取り組みます。
　⑤組合員・利用者の満足度向上に向けたコンプライアンス
　　態勢の徹底に取り組みます。
　⑥交通事故のない社会を目指して、交通安全啓発活動を行
　　います。
　⑦組合員・地域住民の健康保持・増進のため、ＪＡ健診を
　　実施します。
　⑧共済連を通じて、健全な資産運用を行い大規模自然災害
　　などのリスクに確実に備えるため、異常危険準備金の積
　　み立てや再保険などによって十分な支払財源の確保に努
　　めます。

⑴事業方針
　　組合員・利用者を第一に考え、一人ひとりに寄り添った活動を実践し、選ばれ続ける J Ａを
　目指して取り組みます。

●目標新規契約者数：30人

●Web登録者：250人
●ペーパレス手続き割合
　長期80％　自動車95％

●実施回数：2回

●目標人数：45人

５．共済事業計画

⑶事業計画　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円，％）

区　　分 前年度末残高（Ａ） 本年度計画期末残高（Ｂ） 前年対比（Ｂ）／（Ａ）
貯 金 16,994,047 17,000,000 100.0 

当座性貯金 5,384,489 5,440,000 101.0 
定期性貯金 11,609,557 11,560,000 99.6 

貸 出 金 1,492,987 1,550,000 103.8 
証書貸出金 1,485,934 1,542,500 103.8 
その他貸出金 7,053 7,500 106.3 

預 金 14,427,826 14,202,000 98.5 
有価証券 1,300,000 1,390,000 106.9 

国　　　債 800,000 910,000 113.8 
そ　の　他 500,000 480,000 96.0 
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②短期共済新契約高	 （単位：千円，％）

種　　類 前年度末実績
掛金（Ａ）

本年度計画
掛金（Ｂ）

前年対比
（Ｂ）／（Ａ）

火災共済 2,916 2,900 99.5 
自動車共済 50,966 51,100 100.3 
傷害共済 1,876 1,800 95.9 
賠償責任共済 166 200 120.5 
自賠責共済 4,933 4,900 99.3 

合　　計 60,859 60,900 100.1	

⑶事業計画
①長期共済保有高	 （単位：件，千円，％）

種　　類
前年度末実績 本年度末計画 前年対比

（Ｂ）／（Ａ）件数 金額	（Ａ） 件数 金額（Ｂ）

生
　
命
　
系

終身共済 960 7,506,497 950 7,150,000 95.3 
定期生命共済 21 182,000 23 183,000 100.5 
養老生命共済 335 1,678,433 320 1,420,000 84.6 

こども共済 （248） （964,200） （240） （920,000） 95.4 
医療共済 649 183,000 650 185,000 101.1 
がん共済 44 10,000 50 12,000 120.0 
定期医療共済 14 22,200 15 23,000 103.6 
介護共済 96 181,459 110 220,000 121.2 
認知症共済 3 3 ―
生活障害共済 7 10 ―
特定重度疾病共済 23 30 ―
年金共済 402 ― 400 ― ―

建
物
系

建物更生共済 1,212 15,401,530 1,160 14,750,000 95.8 

合　　計 3,766 25,165,120 3,721 23,943,000 95.1	

（注）１．「種類」欄は主たる共済種類ごとに記載し、「金額」欄は当該共済種類ごとに保障金額（生
　　　　命系共済は死亡保障の金額（付加された定期特約金額等を含む、死亡保障を伴わない共
　　　　済を記載するときの金額欄は斜線。））を記載しています。
　　２．平成５年度以前に契約された養老生命、終身、年金の各共済契約については、生命総合
　　　　共済に合算して表示しています。
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⑵重点取組事項
　①生産関係
　　ア．水稲・小麦・大豆資材の銘柄集約や早期仕入れによ
　　　　るコスト抑制に取り組みます。また、農薬の大型規
　　　　格品の取り扱いを増やし、コスト抑制に取り組みま
　　　　す。
　　イ．営農販売課と連携し水稲・小麦・大豆の品質・収量
　　　　向上及び温暖化に対応する土づくりに向けての利用
　　　　推進を行います。また、資材散布を請負い生産者の
　　　　作業負担軽減に取り組みます。
　　ウ．環境保全への取り組みとして、元肥一発肥料などプ
　　　　ラスチックを使用した被覆肥料から化学合成緩効性
　　　　肥料銘柄（被覆レス銘柄）への切替を目指し、作物
　　　　別に順次、検討し提案します。
　　エ．肥料農薬では予約購買を実施し、要領に基づき助成
　　　　金として還元します。また、病害虫一斉防除におい
　　　　ても、助成金の支払いを行います。
　　オ．肥料の価格変動時の補償として全農の肥料共同購入
　　　　積立金へ加入し、期中での値上げを抑制します。
　②生活関係
　　ア．安全・安心にこだわるエーコープマーク品をご自宅
　　　　までお届けする「くらしの宅配便」に取り組みます。
　　　　また、さまざまなイベント等で周知を行い、より多
　　　　くの方に知っていただけるよう取り組みます。
　　イ．大事な住まいを白蟻被害から守る無料床下点検と定
　　　　期的に行うアフターサービスにより、利用者に安全・
　　　　安心、快適なサービスの提供に取り組みます。また、
　　　　害獣等の駆除や予防を行います。
　　ウ．聴力が気になる方や補聴器でお悩みの方へ「きこえ
　　　　の相談会」を開催し、補聴器の調整などさまざまな
　　　　ニーズにお答えし組合員に安心してご利用いただけ
　　　　るように取り組みます。また、免許返納者や歩行困
　　　　難な方へお出かけがもっと気軽で自由になる『電動

⑴事業方針
　農家組合員の所得確保、増大に向け、生産コスト抑制や農作業の省力化に取り組みます。また、
生活関係においては、日常的な接点（つながり）活動を通じて、地域住民、利用者ごとのニーズ
を把握し、くらしに最適な活動、事業の提供に取り組みます。

●目標面積：水稲50ha
　　　　　	小麦95ha
　　　　　	大豆25ha

●目標利用件数:70件

●目標件数：白蟻駆除20件
　　　　　　害獣駆除3件

●目標開催数：3回

６．購買事業計画
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　　　　カート』の試乗会を開催し、安心してご利用いただ
　　　　けるように取り組みます。
　　エ．女性部組織においては、さまざまなカルチャー教室
　　　　を開催し、日常生活の中で生きがいと楽しみを提供
　　　　することで、組合員・地域住民がＪＡ事業をご利用
　　　　いただくきっかけとなるように取り組みます。
　　オ．ご家庭での冠婚葬祭等の際に、座敷用椅子の無料貸
　　　　し出しを行い、贈答品をご利用いただけるよう、親
　　　　切で丁寧なサービスの実現に取り組みます。また、
　　　　お盆やお正月等に仏様やご先祖様への気持ちを込め
　　　　て供える仏花の利用促進に取り組みます。
　　カ．コスト低減の取り組みとして、農耕用免税軽油申請
　　　　のお手伝いを行います。
　　キ．家庭用灯油の安定供給のため、大型灯油タンクリー
　　　　スを推進します。また、設置日より年月が経過した
　　　　タンクの交換を行います。
　　ク．快適なエコライフを応援するため、環境・家計に優
　　　　しい省エネタイプのガスファンヒーター・エコジョ
　　　　ーズの給湯器リース事業に取り組みます。またＬＰ
　　　　ガスをより安全にご利用いただくために24時間見守
　　　　るセキュリティシステムの普及推進を行います。
　③管理関係
　　ア．予約購買品利用者には利用配当措置を行います。
　　イ．購買品の在庫数量と品質管理の徹底に取り組みます。

⑶購買品取扱高計画　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円，％）

種　　類 前年度取扱高
（Ａ）

本年度計画取扱高
（Ｂ）

前年対比
（Ｂ）／（Ａ）

生  

産  

資  

材

肥　料 62,419 68,500 109.7
農　薬 45,117 45,000 99.7
農業機械 1,546 1,000 64.7
その他 18,195 12,000 66.0

計 127,278 126,500 99.4

生  

活  

資  

材

一般食品 2,331 2,480 106.4
耐久消費材 4,332 5,000 115.4
日用雑貨 20,765 22,040 106.1
家庭燃料 60,960 64,000 105.0

（うちLPガス） （29,200） （32,000） （109.6）
その他 3,159 3,200 101.3

計 91,548 96,720 105.6
合　　計 218,827 223,220 102.0

●目標開催数：43回

●目標件数：座敷用椅子20件
　　　　　		仏花30件

●目標件数：新規2件

●目標件数：給湯器5台
　ガスファンヒーター25台
　ガスセキュリティ10台

●棚卸回数：	4回

※損益計画の購買品供給高は収益認識会計基準を適用しているため、上記の取扱高と一致しません。
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⑴経営管理計画
　　農業と地域社会に根ざした協同組合として、不断の自己改革の実践を支える持続可能な経営
　基盤の強化を図ります。また、適切な内部統制の運用により、健全な財務の構築、経営管理体
　制の充実・強化を図ります。

⑵重点取組事項
　①経営管理
　　ア．事業利用者の組合員加入の促進、出資の増強等で、
　　　　ＪＡの組織基盤の強化を行います。
　　イ．組合員、利用者への事業・財務・収支情報、活動の
　　　　成果、定期情報公開「ディスクロージャー誌」を積
　　　　極的に開示します。
　　ウ．ＪＡグループ滋賀と連携しＤＸ戦略に取り組み、デ
　　　　ジタル化による業務の効率化と組合員の満足度向上

⑴事業方針
　①旅行関係
　　　組合員や地域の皆様の親睦やつながりを深めるための機会を提供する手助けを目的に、旅
　　行企画の案内、相談に取り組みます。

　②葬祭関係
　　　組合員地域の皆さまのご不幸に際し、喪主様をはじめご当家のご要望に応えるとともに、
　　ご利用者の皆様にご満足いただける葬祭事業に取り組みます。

経　営　管　理　方　針

●加入目標：20名

⑵利用事業計画　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円，％）

種　　類 前年度実績
（Ａ）

本年度計画
（Ｂ）

前年対比
（Ｂ）／（Ａ）

収
　
益

旅行事業 59 70 118.6 
（旅行取扱高） （1,787） （2,000） 111.9 
葬祭事業 25,078 29,870 119.1 

合　　計 25,137 29,940 119.1 

費
　
用

旅行事業 63 10 15.9 
葬祭事業 23,013 24,275 105.5 

合　　計 23,076 24,285 105.2 
差　引　計 2,061 5,655 274.4	

７．利用事業計画
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　　　　を目指します。   
　　エ．ＪＡ滋賀中央会と連携し、内部監査および監事監査
　　　　機能の強化に取り組みます。
　　オ．適切なコンプライアンス・ガバナンス態勢の構築と
　　　　リスク管理に取り組み、内部統制の機能強化を図り
　　　　ます。
　　カ．女性の視点による地域に根ざしたＪＡの活動および
　　　　事業の展開をすすめます。
　　キ．経営改善計画のもと、組合員と共に収支改善に取り
　　　　組みます。また、ＰＤＣＡ（計画・実践・評価・改
　　　　善）にて管理を行います。

　②組合員及び役職員の教育訓練・広報
　　ア．人権意識の高揚のための研修、広報誌による啓発活
　　　　動等に取り組みます。
　　イ．役職員のコンプライアンス意識を高めるため、研修
　　　　を行い健全な経営に取り組みます。
　　ウ．人づくり基本方針の適切な運用により、ＪＡ活動・
　　　　事業の原動力となる人材育成に取り組みます。
　　エ．研修会等への参加を積極的に行い、各種資格取得と
　　　　職員の知識向上を図ります。
　　オ．広報誌やホームページ等での情報発信を通じ、組合
　　　　員や地域住民へＪＡ事業・活動についての理解促進
　　　　に取り組みます。
　　カ．ＪＡの総合機関紙であり唯一の日刊農業専門誌とし
　　　　て「日本農業新聞」を活用し、的確な情報を伝えて
　　　　いきます。また、地元記事の送稿も行います。

●内部監査：11回
　監事監査：4回	
●出向：全職員1週間
●業務自主検査：毎月1回

●朝礼時：毎月1回

●研修：2回

●広報誌発行：毎月1回
●ホームページの更新：毎月2回

⑶固定資産取得計画　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

部　　門 取得予定金額 備　　考
営農販売課 78,000 ライスセンター改修
企画管理課 2,800 ファイルサーバー

合　　計 80,800
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⑷自己資本構成計画　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

種　　類 前年度末実績
（Ａ）

本年度末計画
（Ｂ）

増　減　額
（Ｂ－Ａ）

出資金 171,728 174,000 2,272
資本準備金 332 332 0
再評価積立金 1,842 1,842 0
利益剰余金 796,655 795,179 △ 1,476

利益準備金 190,800 190,800 0
その他利益剰余金 605,855 604,379 △ 1,476

目的積立金 321,808 322,200 392
特別積立金 228,000 228,000 0
当期未処分剰余金 56,047 54,179 △ 1,868

（うち当期剰余金） （4,836） （2,179） （△ 2,657）

63



２．総合損益計画　第７８年度　【令和7年１月1日～令和7年12月31日】	 （単位：千円）
科　　　目 金　　　　額

１．事業総利益 207,014

⑴信用事業収益 105,700

　資金運用収益 98,000

　　（うち預金利息） （64,000）

　　（うち有価証券利息） （11,500）

　　（うち貸出金利息） （13,500）

　　（うちその他受入利息） （9,000）

　役務取引等収益 2,700

　その他経常収益 5,000

⑵信用事業費用 35,850

　資金調達費用 17,100

　　（うち貯金利息） （17,000）

　　（うち給付補填備金繰入） （100）

　　（うちその他支払利息） （0）

　役務取引等費用 1,750

　その他経常費用 17,000

　信用事業総利益 69,850

⑶共済事業収益 41,200

　共済付加収入 39,000

　その他の収益　 2,200

⑷共済事業費用 2,700

　共済推進費 1,200

　共済保全費 300

　その他の費用 1,200

　共済事業総利益 38,500

⑸購買事業収益 207,170

　購買品供給高 204,370

　購買手数料 1,000

　その他の収益 1,800

⑹購買事業費用 165,611

　購買品供給原価 155,111

　その他の費用 10,500

　購買事業総利益 41,559

⑺販売事業収益 28,800

　販売品販売高 7,500

　販売手数料 17,000

　その他の収益 4,300

⑻販売事業費用 15,000

　販売品販売原価 6,000

　販売費 6,000

　その他の費用 3,000

　販売事業総利益 13,800

科　　　目 金　　　　額
⑼保管事業収益 5,000

⑽保管事業費用 2,000

　保管事業総利益 3,000

⑾利用事業収益 99,920

⑿利用事業費用 58,795

　利用事業総利益 41,125

⒀指導事業収入 1,970

⒁指導事業支出 2,790

	指導事業収支差額 △ 820

２．事業管理費 205,192

　　⑴人件費 148,387

　　⑵業務費 19,224

　　⑶諸税負担金 8,492

　　⑷施設費 28,079

　　⑸その他の事業管理費 1,010

　事業利益 1,822

３．事業外収益 6,107

　　⑴受取出資配当金 5,561

　　⑵賃貸料 96

　　⑶雑収入 450

４．事業外費用 4,450

　　⑴寄付金 4,000

　　⑵雑損失 450

　経常利益 3,479

５．特別利益 0

６．特別損失 0

税引前当期純利益 3,479

法人税、住民税及び事業税 1,300

当期剰余金 2,179

前期繰越剰余金 52,000

当期未処分剰余金 54,179
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３．総合財務計画　第７８年度　【令和7年12月31日】	 （単位：千円）
資　　　　　産

科　　　目 金　　　　額

１．信用事業資産 17,238,300	

　⑴現金 40,000 
　⑵預金 14,202,000 
　　①系統預金 （14,200,000）
　　②系統外預金 （2,000）
　⑶有価証券 1,390,000 
　　①国債 （910,000）
　　②地方債 （200,000）
　　③政府保証債 （280,000）
　⑷貸出金 1,550,000 
　⑸その他の信用事業資産 57,000 
　　①未収収益 （55,000）
　　②その他の資産 （2,000）
　⑹貸倒引当金 △ 700
２．共済事業資産 500	

　⑴その他の共済事業資産 500 
３．経済事業資産 249,350	

　⑴経済事業未収金 38,000 
　⑵経済受託債権 160,000 
　⑶棚卸資産 40,350 
　　①購買品 （40,000）
　　②その他の棚卸資産 （350）
　⑷その他の経済事業資産 11,000 
　⑸貸倒引当金 0
４．雑資産 35,570

　⑴雑資産 35,570
５．固定資産 200,829	

　⑴有形固定資産 200,061 
　　①建物 （706,734）
　　②機械装置 （342,436）
　　③土地 （76,692）
　　④その他有形固定資産 （164,199）
　　⑤減価償却累計額 （△1,090,000）
　⑵無形固定資産 768 
　　①その他無形固定資産仮勘定 （768）
６．外部出資 460,045

　⑴外部出資 460,045 
　　①系統出資 （437,145）
　　②系統外出資 （8,000）
　　③子会社等出資 （14,900）
７．繰延税金資産 	29,000	

資 産 の 部 合 計 18,213,594

負		債		・		純		資		産
科　　　目 金　　　　額

１．信用事業負債 	17,009,890	

　⑴貯金  17,000,000 
　⑵その他の信用事業負債  9,890 
　　①未払費用 （4,000）
　　②その他の負債 （5,890）
２．共済事業負債 	46,300	

　⑴共済資金  20,000 
　⑵未経過共済付加収入  26,000 
　⑶共済未払費用  300 
３．経済事業負債 	103,200	

　⑴経済事業未払金  57,000 
　⑵受託販売債務  42,200 
　⑶その他の経済事業負債  4,000 
４．雑負債 	33,388	

　⑴未払法人税等  5,000 
　⑵資産除去債務  15,388 
　⑶その他の負債  13,000 
５．諸引当金 	143,893	

　⑴賞与引当金 10,270
　⑵退職給付引当金  108,000 
　⑶役員退職慰労引当金  14,193 
　⑷特例業務引当金  17,000 
６．繰延税金負債 	0	

負 債 合 計 	17,336,671

１．組合員資本 971,353	

　⑴出資金 174,000 
　⑵資本準備金 332 
　⑶再評価積立金 1,842 
　⑷利益剰余金 795,179 
　　①利益準備金 （190,800）
　　②その他利益剰余金 （604,379）
　　　目的積立金 322,200
　　　特別積立金 228,000
　　　当期未処分剰余金 54,179
　　　（うち当期剰余金） （2,179）
　⑸処分未済持分 0
２．評価・換算差額等 △ 100,000

　⑴その他有価証券評価差額金 △ 100,000

純 資 産 合 計 871,353	

負債及び純資産合計 18,213,594
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４．部門別損益計画　【令和7年1月1日～令和7年12月31日まで】 （単位：千円）

※⑥、⑩、⑫、⑮、⑰は、各事業に直課できない額
（注）１．共通管理費等及び営農指導事業の他部門への配賦基準等
　　　　⑴共通管理費等（人員割＋事業総利益割＋人件費を除いた事業管理費割 ）の平均値
　　　　⑵営農指導事業（人員割＋事業総利益割）の平均値 

　　２．配賦割合（１の配賦基準で算出した配賦の割合）　　　　　　　　　　　　 （単位：％）

区　　分 計 信用事業 共済事業 農業関連事業 生活その他事業 営農指導事業 共通管理費等

事業収益 ①　 489,760 105,700 41,200 221,835 119,055 1,970

事業費用 ②　 282,746 35,850 2,700 142,538 99,475 2,183

事業総利益（①－②） ③　 207,014 69,850 38,500 79,297 19,580 △ 213

事業管理費 ④　 205,192 32,843 47,190 65,022 27,675 32,460

（うち減価償却費） ⑤　 （15,199） （1,191） （1,153） （9,469） （2,689） （695）

（うち人件費） ⑤’（148,387） （22,835） （37,081） （43,010） （19,692） （25,767）

※うち共通管理費 ⑥　 14,050 13,830 24,353 8,752 7,461 △ 68,448

（うち減価償却費） ⑦　 （1,171） （1,153） （2,030） （729） （622） （△ 5,707）

（うち人件費） ⑦’ （8,177） （8,049） （14,174） （5,094） （4,342）（△ 39,838）

事業利益（③－④）  ⑧　 1,822 37,006 △ 8,690 14,274 △ 8,095 △ 32,673

事業外収益 ⑨　 6,107 1,253 1,233 2,172 780 655

※うち共通分 ⑩　 1,253 1,233 2,172 780 655 △ 6,107

事業外費用 ⑪　 4,450 913 899 1,583 569 485

※うち共通分 ⑫　 913 899 1,583 569 485 △ 4,450

経常利益（⑧＋⑨－⑪）  ⑬　 3,479 37,473 △ 8,355 14,863 △ 7,883 △ 32,493

特別利益 ⑭　 0 0 0 0 0 0

※うち共通分 ⑮　 0 0 0 0 0 0

特別損失 ⑯　 0 0 0 0 0 0

※うち共通分 ⑰　 0 0 0 0 0 0

税引前当期利益（⑬＋⑭－⑯）  ⑱　 3,479 37,347 △ 8,355 14,863 △ 7,883 △ 32,493

営農指導事業分配賦額 ⑲　 8,163 8,442 11,605 4,281 △ 32,493

営農指導事業分配賦後
税引前当期利益（⑱－⑲） ⑳　 3,479 29,183 △ 16,797 3,257 △ 12,164

区　分 信用事業 共済事業 農業関連事業 生活その他事業 営農指導事業 計

共通管理費等 20.53 20.21 35.58 12.79 10.89 100.00 

営農指導事業 25.13 25.98 35.72 13.17 100.00 
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変 更 後 現 行 備　　考

第１章～第５章　略

第６章　総会
（総会の招集）
第37条　組合長は、理事会の決議を経
て、毎事業年度１回６月に通常総会を
招集する。
２～４　略

第38条～第49条　略

第７章　略

第８章　会計
（事業年度）
第55条　この組合の事業年度は、毎年
４月１日から翌年３月３１日までとす
る。

第56条～第65条　略

第９章　略

第１章～第５章　略

第６章　総会
（総会の招集）
第37条　組合長は、理事会の決議を経
て、毎事業年度１回３月に通常総会を
招集する。
２～４　略

第38条～第49条　略

第７章　略

第８章　会計
（事業年度）
第55条　この組合の事業年度は、毎年
１月１日から同年１２月３１日までと
する。

第56条～第65条　略

第９章　略

　定款の一部を次の新旧対照表のとおり変更する。

附　則（令和　年　月　日）
１　この定款の変更は、行政庁の認可書が到達した日（令和　年　月　日）から効力を生ずる。
２　変更後の定款第37条の規定に係わらず、現に進行中の事業年度（令和７年１月１日から令和
　　７年12月31日）は、３月に通常総会を招集する。
３　変更後の定款第55条の規定に係わらず、現に進行中の事業年度は令和７年 1 月 1 日から令和
　　７年12月31日までとし、続く事業年度は令和８年１月１日から令和８年３月31日までと定め、
　　それぞれの末日をもって決算期とする。

第４号議案

定款の一部変更について（案）
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㈱アグリやわたの郷　【令和6年12月31日現在】
	 （単位：千円）

　⑴有形固定資産の減価償却累計額　25,587千円
　　※単位未満を切捨て表示しているため、合計額が一致しない場合があります。

資 産 の 部 負 債 ・ 純 資 産 の 部

科　　　目 金　　額 科　　　目 金　　額

【流動資産】 【流動負債】

（現金・預金） 　買掛金 3,622

　普通預金 21,302 　未払金 3,773

（売上債権） 　仮受金 77

　売掛金 863 　未払法人税 359

（棚卸資産） 　　流動負債　計 7,831

　仕掛品 5,835 【固定負債】

　貯蔵品 667 　長期借入金 1,365

　棚卸資産　計 6,502 　長期未払金 0

（その他流動資産） 　農業経営基盤強化準備金 5,000

　仮払金 5 　　固定負債　計 6,365

　未収入金 2,242 負 債 の 部 合 計 14,197

　交付積立金 1,217 【株主資本】

　　その他流動資産　計 3,466 　資本金 15,000

　　流動資産　合計 32,134 （利益剰余金）

【固定資産】 　　［その他利益剰余金］

（有形固定資産） 　　前期繰越利益剰余金 6,603

　機械及び装置 2,695 　　（当期利益） 346

　車両運搬具 660 　　繰越利益剰余金 6,949

　　利益剰余金　計 6,949

　土地 444 純資産の部合計 21,949

　　有形固定資産　計 3,912

（投資等）

　出資金 100

　　固定資産　合計 4,012

資 産 の 部 合 計 36,146 負債・純資産の部合計 36,146

報告事項１

貸　借　対　照　表
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（単位：千円）
㈱アグリやわたの郷	 【自		令和6年1月1日　至		令和6年12月31日】

※単位未満を切捨て表示しているため、合計額が一致しない場合があります。

［売上高］
　　売上高（米） 16,372
　　売上高（麦・大豆） 13,188
　　売上高（野菜） 3,411
　　役務　収益 1,986
　　　売上高　計 34,958
［売上原価］
　　期首商品・製品棚卸高 0
　　当期商品仕入高 0
　　当期製品製造原価 66,626
　　合計 66,626
　　　売上原価　計 66,626
　　　売上総利益 △ 31,668

［販売費一般管理費］
　　販売費・一般管理費計 10,400
　　営業利益 △ 42,068
［営業外収益］
　　受取利息・受取配当金 186
　　奨励金 35,571
　　受取共済金 6,575
　　雑収入等 721
　　　営業外収益　計 43,055
［営業外費用］
　　支払利息 2
　　雑損失 0
　　　営業外費用　計 2
　　経常利益 984
［特別利益］
　　一般補助金 211
　　基盤強化準備金取崩 0
　　　特別利益　計 211
［特別損失］
　　農業経営基盤強化準備金繰入 500
　　固定資産圧縮損（補助金） 0
　　固定資産圧縮損（準備金） 0
　　　特別損失　計 500
　　税引前当期利益（損失） 696
　　法人税、住民税及び事業税 350
　　当期利益 346

損　益　計　算　書
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令和6年12月31日現在
㈱アグリやわたの郷
１．重要な会計方針
　　⑴ 資産の評価基準及び評価方法
　　　 棚卸資産の評価方法 ・・・・・・ 最終仕入原価法に基づく原価法
　　⑵ 有形固定資産の減価償却の方法
　　　 法人税法の規定による定額法
　　⑶ その他計算書類の作成のための基本となる重要事項
　　　 消費税の会計処理 ・・・・・・・・ 税抜方式

２．株主資本等変動計算書に関する事項
　　当年度の末日における発行済株式の数　　　　300株

３．一株当たり情報に関する注記
　　⑴ 純資産額　　　　　　73,165.25円
　　⑵ 当期純利益額　　　　1,154.96円

（単位：千円）
㈱アグリやわたの郷	 【自		令和6年1月1日　至		令和6年12月31日】

注　記　表

株主資本等変動計算書

株　主　資　本
純資産
合計資本金

資本剰余金 利益剰余金 株主資本
合計資本準備金 資本剰余金合計 利益準備金 繰越利益剰余金 利益剰余金合計

当期首残高 15,000 6,603 6,603 21,603 21,603

当期変動額

剰余金の配当

利益準備金の積立

当期純利益 346 346 346 346

当期変動額合計 346 346 346 346

当期末残高 15,000 6,949 6,949 21,949 21,949
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　定款第４０条第２号の定めにより、信用事業再編強化法第４条の規定に基づき農林中央金庫が
定める「ＪＡバンク基本方針」の内容（概要）を以下のとおり報告いたします。

１．「ＪＡバンク基本方針」について
　⑴組合員・利用者の皆様に便利・安心なＪＡバンクをご利用いただくため、「ＪＡバンク基本
　　方針」（以下「基本方針」という）では、高度な金融サービスを提供するための一体的事業
　　運営の取組みとＪＡバンクの健全性を確保するための破綻未然防止の取組み（以下「ＪＡバ
　　ンクシステム」という）を定めています。

　⑵一体的事業運営の取組みとして、ＪＡバンクは、全国どこでも、良質で高度な金融サービス
　　の提供を行うこととしています。

　⑶また、破綻未然防止の取組みとして、ＪＡ・信連（以下「ＪＡ等」という）が農林中央金庫（以
　　下「農林中金」という）に経営管理資料を提出し、財務内容等が一定の基準に抵触した場合
　　には、経営改善を行うこととしています。

　⑷なお、ＪＡ等による経営改善に向けた取組みを支援するため、ＪＡ等が資金拠出したＪＡバ
　　ンク支援基金から、必要に応じ、資本注入等の支援を行うこととしています。

　⑸基本方針は、金融情勢の変化、ＪＡ等の経営状況等を踏まえ、毎年検証を行い、必要に応じ
　　て変更を行うこととしています。

２．令和６年６月２１日ならびに令和７年３月１３日変更の主な内容
　令和６年６月２１日ならびに令和７年３月１３日開催の農林中金臨時総代会において、基本方
針の変更が承認され、同日より実施されました。ＪＡバンク会員が、厳しさを増す経営環境のな
かで、経営の持続性を確保し、健全な金融機関として信頼性を維持していくため、主に以下のと
おり変更することとしています。

　⑴共済系統との連携強化に向けた対応
　　　ＪＡバンクシステムの健全性を維持する観点から共済系統との連携を強化するため、以下
　　のとおりＪＡバンク基本方針に定める。
　　ａ．「ＪＡバンク会員の役割等」に、必要があるときは、全共連と連携を図る旨を定める。
　　ｂ．レベル格付指定基準（業務執行体制）「役員が関与する等ガバナンスに問題ある不祥事
　　　　件（子会社含む）が発生した場合」について、「共済事業のみの不祥事件であって、Ｊ
　　　　Ａバンク基本方針に基づく指導と同等の指導が行われる場合にはレベル格付の指定対象
　　　　外とする」旨を追加する。

「ＪＡバンク基本方針」の変更について

報告事項２
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　⑵健全性維持に向けた対応
　　　将来の環境変化を見越した自律的な取組み、より的確かつ効率的に改善に向けた取組みを
　　進めるため、以下 a ～ c についてＪＡバンク基本方針を変更する。
  　ａ．「資産精査の実施基準」に、有価証券評価損を考慮する「資産精査実施にかかるストレ
　　　　ステスト後自己資本比率（８％未満）」を追加する。
　　ｂ．要改善ＪＡ（経営点検基準）指定基準を、貸出等債権・有価証券に対象を絞る「要改善
　　　　ＪＡ指定にかかるストレス後自己資本比率８％未満」に変更する。
　　ｃ．レベル格付指定基準（業務執行体制）について、信用事業の内部統制に重大な支障があ
　　　　るかどうかの観点から以下２点を変更する。
　　　　（ａ）「「要改善ＪＡ（不祥事点検基準）」指定要件に該当する不祥事が多発した場合」を「再
　　　　　　発ＪＡにおいて、「要改善ＪＡ（不祥事点検基準）」指定要件に該当する信用事業で
　　　　　　の不祥事件が新たに発生した場合」に変更する。
 　　     （ｂ）「役員が関与する等ガバナンスに問題ある不祥事件（子会社含む）が発生した場合」
　　　　　　を、「信用事業に権限を有する役員が関与する不祥事件（子会社含む。以下同じ）　
　　　　　　または役員が関与する信用事業での不祥事件が発生した場合」に変更する。

以　上
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　近年、我が国の農業を取り巻く情勢は、気候変動による自然災害の激甚化、国際情勢の不安定
化、エネルギー価格や生産資材価格の高騰等、厳しさを増している。

　そのような情勢を受けて、国では「食料・農業・農村基本法」が改正され、「食料安全保障の確保」
が新たな基本理念として位置づけられた。

　ついては、地域農業と地域社会を守るために以下の事項に取り組むこととする。

１．食料安全保障の実現
　　　食料安全保障の実現には、農畜産物の適正な価格形成により農家組合員の所得が確保され、
　　安定した農業生産が確立されていることが前提であり、生産現場の課題解決のための農政運
　　動に積極的に取り組む。

２．持続可能な農業の確立
　　　本県農業の特徴でもある環境に配慮した農業を推進し、農業や食料、ＪＡの理解促進のた
　　めの情報発信を強化することで、本県産農畜産物の付加価値向上を図る。さらに、スマート
　　農業など新たな技術を積極的に導入し、生産性の向上を図る。

３．農村の振興と地域社会の維持
　　　ＪＡを拠り所とした協同活動に積極的に取り組み、農業や食料を通じた地域社会とのかか
　　わりを強化し、農村・地域を次世代に継承する。

　以上、決議する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和７年３月２２日
　　　　　　　　　　　　　　　　東能登川農業協同組合

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第７７回通常総会

食料安全保障と持続可能な地域農業の実現に向けた決議（案）
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